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は
じ
め
に

　

日
本
が
植
民
地
朝
鮮
を
支
配
し
、
各
種
実
施
し
た
政
策
の
一
つ
が
土
木
事
業
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
︵
以
下
、
総
督
府
︶
は
土
木
工
事

担
当
部
署
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
八
月
に
内
務
部
地
方
局
土
木
課
、
総
務
部
会
計
局
営
繕
課
、
度
支
部
税
関
工
事
課
を
置
き
、
こ
の
三
部

門
を
一
九
一
二
年
四
月
、
官
房
土
木
局
と
し
て
組
織
を
統
一
し
た
。
こ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
、
一
九
四
五
年
八
月
時
点
で
は
鉱

工
局
土
木
課
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
土
木
担
当
部
署
は
三
五
年
間
に
わ
た
っ
て
存
続
し
、
道
路
、
河
川
改
修
、
港
湾
、
市
街
地
整
理
、

上
下
水
道
、
災
害
復
旧
な
ど
を
担
当
し
た1

。
し
か
し
、
総
督
府
が
実
施
し
た
土
木
事
業
に
対
し
て
従
来
研
究
が
活
発
で
は
な
く
、
そ
の
全

体
像
は
ご
く
一
部
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
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長
期
に
わ
た
る
土
木
工
事
を
実
施
す
る
た
め
、
総
督
府
に
は
少
数
の
事
務
官
と
多
数
の
技
術
官
を
あ
わ
せ
た
土
木
官
僚
が
存
在
し
た
。

三
五
年
間
に
わ
た
っ
て
、
土
木
関
連
の
長
官
︵
後
に
部
長
、
局
長
︶、
土
木
課
長
、
事
務
官
・
土
木
事
務
官
、
出
張
所
所
長
は
全
て
日
本

人
が
独
占
し
た
。
技
師
、
技
手
も
圧
倒
的
多
数
は
日
本
人
で
あ
り
、
朝
鮮
人
は
ご
く
少
数
に
す
ぎ
な
か
っ
た2

。
総
督
府
の
土
木
政
策
を
理

解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
土
木
工
事
の
実
態
解
明
と
と
も
に
、
日
本
人
土
木
官
僚
が
ど
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
土
木
工
事
を
行
っ
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る3

。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
私
は
先
に
土
木
官
僚
の
本
間
徳
雄
を
取
り
上
げ
、
そ
の
生
涯
を
追
っ
た4

。
し

か
し
、
本
間
徳
雄
が
ど
の
よ
う
な
意
識
で
土
木
工
事
を
行
な
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

　

土
木
官
僚
を
研
究
す
る
場
合
、
こ
こ
に
は
大
き
な
障
害
が
あ
る
。
第
一
に
、
彼
ら
が
総
督
府
の
他
の
部
署
の
官
僚
︵
内
務
、
警
察
、
法

務
、
学
務
等
︶の
よ
う
に
、
ま
と
ま
っ
た
著
作
を
残
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
土
木
官
僚
の
著
作
と
し
て
現
在
確
認
で
き
る
の
は
一
一
冊
、

回
顧
録
四
冊
に
す
ぎ
ず
、
史
料
的
な
制
約
が
大
き
い5

。
第
二
に
、
上
に
あ
げ
た
土
木
官
僚
の
著
作
の
多
く
は
土
木
工
学
や
土
木
法
の
著
書

で
あ
り
、
彼
ら
が
具
体
的
に
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
、
そ
の
内
面
が
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
史
料
上
の
制
約
を
克
服
す
る
た
め
、
各
種
の
定
期
刊
行
物
か
ら
土
木
官
僚
が
執
筆
し
た
文
章
を
調
査
し
、
こ
れ
ら
か
ら
彼

ら
の
内
面
に
接
近
し
よ
う
と
試
み
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
土
木
官
僚
の
中
で
、
文
章
が
一
定
程
度
残
っ
て
お
り
、
分
析
が
あ
る
程
度

可
能
な
人
物
と
し
て
、
持
地
六
三
郎
、
榛
葉
孝
平
、
本
間
孝
義
、
長
郷
衛
二
の
四
名
を
選
定
し
た
。
彼
ら
四
名
の
文
書
は
二
五
種
類
の

定
期
刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
て
い
た6

。
彼
ら
の
職
位
は
各
々
異
な
る
が
、
持
地
は
土
木
局
長
、
榛
葉
は
土
木
課
長
を
勤
め
、
本
間
は
土
木
課

の
第
二
の
地
位
に
長
く
あ
り
、
長
郷
は
元
山
出
張
所
長
を
務
め
た
。
い
わ
ば
土
木
官
僚
の
最
上
層
に
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
持
地
を
除
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い
た
三
人
は
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
土
木
工
学
科
を
卒
業
し
、
欧
米
を
視
察
し
た
共
通
点
が
あ
る
。
生
年
は
持
地
が
一
八
六
七
年
、
榛
葉

が
一
八
七
九
年
、
本
間
が
一
八
八
五
年
、
長
郷
が
一
八
九
五
年
で
あ
り
、
植
民
地
期
全
体
を
俯
瞰
す
る
上
で
一
定
の
意
味
が
あ
る
と
考

え
る
。

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
彼
ら
四
名
の
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
社
会
・
工
事
認
識
で
あ
る
。
今
回
は
彼
ら
が
従
事
し
た
具
体
的

な
工
事
の
内
容
に
は
触
れ
ず
、
彼
ら
が
い
か
な
る
認
識
を
持
っ
て
土
木
工
事
に
携
わ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
次
の
三
点

に
着
目
す
る
。
第
一
に
、
彼
ら
は
赴
任
す
る
以
前
の
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
朝

鮮
で
生
活
し
な
が
ら
、
植
民
地
朝
鮮
、
日
本
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
で
あ
る
。
第
三
に
、
彼
ら
が
実
施
す
る
土
木
工
事
が
朝

鮮
社
会
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
の
か
で
あ
る
。
断
片
的
な
史
料
し
か
な
い
た
め
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ

る
程
度
の
共
通
項
を
導
き
た
い
。

一
・
持
地
六
三
郎

　

持
地
は
一
八
七
六
年
、
福
島
県
生
ま
れ
で
あ
る
。
持
地
は
帝
国
大
学
法
科
を
一
八
九
三
年
に
卒
業
後
、
大
蔵
省
、
内
務
省
、
文
部
省
に

務
め
る
。
一
九
〇
〇
年
七
月
か
ら
一
九
一
二
年
四
月
ま
で
台
湾
総
督
府
に
務
め
、
参
事
官
、
学
務
課
長
、
逓
信
局
長
を
歴
任
し
た
。
台
湾

総
督
府
で
の
業
務
は
、
地
方
行
政
、
教
育
行
政
、﹁
理
蕃
﹂、
土
木
、
通
信
な
ど
広
範
囲
に
及
ん
だ
が
、
中
で
も
中
心
は
教
育
行
政
だ
っ

た7

。
そ
の
後
、
総
督
府
に
移
り
、
寺
内
正
毅
総
督
の
下
で
一
九
一
二
年
四
月
か
ら
一
九
一
七
年
六
月
ま
で
、
総
督
府
官
房
土
木
局
長
を
勤
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め
る
。
そ
の
後
、
一
九
二
〇
年
六
月
ま
で
逓
信
局
長
官
︵
後
に
局
長
︶
を

勤
め
た
。
持
地
は
台
湾
総
督
府
の
統
治
経
験
を
朝
鮮
に
持
ち
込
ん
だ
人
物

の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
台
湾
総
督
府
で
主
に
教
育
活
動
に
積
極
的
に
関
与

し
た
た
め
、
台
湾
支
配
と
の
関
連
で
一
定
の
研
究
が
進
ん
で
い
る8

。
ま

た
、
総
督
府
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
も
あ
る9

。
し
か
し
、
土
木

官
僚
と
し
て
分
析
し
た
研
究
は
な
い
。

　

持
地
の
朝
鮮
に
関
す
る
著
作
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
表
１
の
一
三

本
で
あ
る10

。
第
一
に
、
持
地
は
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
の
か
。
道
路
に
つ
い
て
、
持
地
は
﹁
朝
鮮
に
於
て
は
政
治
が

一
般
に
整
頓
し
て
居
な
か
つ
た
如
く
に
、
道
路
に
就
て
も
亦
何
等
注
意
を

払
は
る
ゝ
こ
と
な
く
殆
ん
ど
無
道
路
の
状
態
で
あ
つ
た
様
に
見
へ
る11

﹂
と

述
べ
て
い
る12

。
河
川
改
修
に
つ
い
て
は
、﹁
李
朝
に
至
り
て
は
或
は
清
川

江
、
城
川
江
の
復
旧
修
築
、
或
は
京
城
市
内
清
渓
川
其
他
の
水
渠
の
開

鑿
、
維
持
の
如
き
記
事
を
史
上
散
見
す
る
も
、
是
等
は
此
に
所
謂
河
川
整

理
と
称
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。︵
中
略
︶
河
川
整
理
の
事
業
は
、
旧
時

表 1・持地六三郎の著作

題　　　名 刊行物名 巻号 年月

1 朝鮮における土木事業 朝鮮及満洲 69 号 1913 年 4 月

2 植民地経営の要旨は曰く語るべからず行うべし 朝鮮及満洲 84 号 1914 年 7 月

3 朝鮮の道路 朝鮮彙報 1915 年 6 月

4 朝鮮土木事業と起債 朝鮮及満洲 102 号 1916 年 1 月

5 治水と利水 朝鮮彙報 1916 年 10 月

6 日本の殖民政策と東洋史の研究 朝鮮及満洲 118 号 1917 年 4 月

7 成功せる新領土の経営とその施設 朝鮮及満洲 120 号 1917 年 6 月

8 退任に就て 京城日報 1917 年 6 月 8 日

9 今後の朝鮮を如何に治むべきか 朝鮮及満洲 144 号 1919 年 6 月

10 世界変革の趨勢と我国 朝鮮及満洲 153 号 1920 年 3 月

11 朝鮮統治論 斎藤実文書 1920 年 10 月

12 台湾と朝鮮 台湾時報 24 号 1921 年 7 月

13 日本植民地経済論 改造社 1926 年

筆者作成。
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の
朝
鮮
政
治
に
お
い
て
何
等
見
る
べ
き
偉
跡
を
止
め
ず
と
断
言
し
得
べ
し13

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
水
利
施
設
に
つ
い
て
は
、﹁
李
朝
の
中
期

以
降
に
至
り
て
は
庶
政
の
衰
頽
と
共
に
水
旱
の
政
も
亦
漸
や
く
弛
廃
に
帰
し
、
農
政
修
ま
ら
ず
法
禁
解
弛
し
、
久
遠
な
る
堤
堰
は
破
壊
填

塞
し
宮
家
の
折
受
土
豪
の
冒
耕
少
し
も
顧
忌
す
る
所
な
く
古
来
儲
水
の
池
は
皆
乾
堤
と
為
り
灌
漑
の
利
は
廃
絶
す
る
に
至
れ
る14

﹂
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
持
地
は
朝
鮮
時
代
に
道
路
、
河
川
改
修
、
水
利
施
設
は
い
ず
れ
も
何
等
手
が
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
主
張
し
て

い
る
。

　

第
二
に
、
彼
は
植
民
地
朝
鮮
、
日
本
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
。
持
地
は
各
国
の
植
民
史
に
関
す
る
知
識
を
前
提
と
し
、﹁
植
民

地
経
営
は
本
国
本
位
随
う
て
本
国
人
本
位
と
な
る
は
何
れ
も
同
じ
事
で
、
是
が
殖
民
地
の
土
人
其
者
の
利
益
幸
福
と
一
致
の
結
果
を
来
す

な
り
。
然
し
斯
の
如
き
事
は
、
余
り
声
を
大
に
し
て
呼
号
す
べ
き
こ
と
で
無
く
、
官
民
黙
契
の
中
に
実
行
を
奨
励
す
べ
き
こ
と
ゝ
信
ず
る

な
り15

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
植
民
地
支
配
は
本
国
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
植
民
地
住
民
の
利
益
と
一
致
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
。
持
地
は
植
民
地
政
策
が
失
敗
し
た
国
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
を
あ
げ
、
成
功
し
た
国
と
し

て
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
を
あ
げ
る
。
そ
の
成
功
し
た
理
由
は
、﹁
必
ず
経
済
政
策
を
基
立
し
て
確
固
た
る
方
針
の
下
に
各
種
の
施
策
を

行
ひ
、
或
程
度
迄
は
人
為
的
に
そ
の
領
土
の
経
済
組
織
を
改
善
指
導
し
た
結
果
で
あ
る16

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
に
日
本
は
朝

鮮
統
治
を
行
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
方
新
と
し
て
、﹁
土
着
民
の
指
導
保
護
に
意
を
致
し
、
彼
等
を
し
て
精
神
的
に
も

肉
体
的
に
も
健
全
な
る
発
展
を
為
さ
し
め
、
生
産
者
と
し
て
需
要
者
と
し
て
経
済
的
能
力
を
増
進
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
此
間
の
調

和
を
側
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
し
て
不
可
能
の
こ
と
で
は
な
い
。︵
中
略
︶
実
際
に
当
箝
つ
た
政
策
を
行
つ
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て
被
治
者
を
し
て
心
か
ら
正
し
き
政
治
の
下
に
あ
る
と
い
ふ
事
を
感
ぜ
し
む
る
と
共
に
、
常
に
之
に
伴
ふ
本
国
の
実
力
が
無
く
て
は
な
ら

ぬ17

﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
彼
は
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
に
日
本
の
土
木
工
事
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
彼
は
土
木
政
策
が
植
民
地
支
配
の
重

要
な
柱
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
彼
は
﹁
要
す
る
に
土
木
事
業
は
新
領
土
統
治
上
に
於
け
る
最
必
要
の
要
素
の
一
で
あ
つ
て
、
産
業
開

発
の
目
的
の
為
に
も
、
文
化
普
及
の
目
的
の
為
に
も
、
又
衛
生
状
態
を
改
良
し
民
生
福
祉
増
進
の
為
に
も
必
要
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
。
故
に
何
れ
の
国
に
於
て
も
新
領
土
を
統
治
す
る
に
あ
た
つ
て
は
土
木
事
業
に
十
分
力
を
注
く
の
で
あ
る18

﹂
と
、
そ
の
重
要
性
を

語
っ
て
い
る
。
持
地
は
水
利
事
業
の
重
要
性
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ
支
配
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ

ピ
ン
支
配
の
例
を
あ
げ
、﹁
植
民
地
経
営
に
於
て
水
利
事
業
を
必
要
と
す
る
所
以
の
も
の
他
な
し
。
未
開
荒
廃
の
農
業
園
を
経
営
す
る
に

方
り
て
農
民
救
済
、
産
業
発
展
の
為
に
灌
漑
配
水
の
便
を
開
く
は
実
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
に
属
す
れ
ば
な
り19

﹂ 

と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
土
木
工
事
の
必
要
性
を
別
の
言
葉
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。﹁
一
字
を
教
ふ
る
よ
り
も
先
づ
一
椀
の
飯
を
与
へ
よ
。
鉄
道
な

り
、
治
水
、
水
利
の
土
木
事
業
を
盛
ん
に
起
し
て
物
質
的
幸
福
の
基
礎
を
堅
む
る
に
依
つ
て
従
つ
て
産
業
も
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
否
な

交
通
運
輸
機
関
の
設
備
と
産
業
の
奨
励
と
相
伴
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
後
生
活
程
度
も
向
上
す
る
の
で
あ
る20

﹂
と
、
鉄
道
敷

設
、
治
水
、
水
利
の
土
木
工
事
を
強
調
す
る
。

　

持
地
は
自
ら
が
責
任
者
で
あ
り
、
総
督
府
が
進
め
る
一
九
一
〇
年
代
の
道
路
工
事
は
、﹁
具
体
的
計
画
を
以
て
道
路
改
修
に
従
事
し
道

路
網
の
完
成
を
遂
行
せ
ん
と
す
る
は
内
外
殖
民
地
に
於
い
て
其
の
類
例
を
見
ざ
る
所
に
し
て
、
是
れ
亦
朝
鮮
統
治
上
に
於
け
る
一
大
成
績
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な
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
今
や
其
の
功
業
名
尚
半
に
し
て
前
途
頗
る
遼
遠
な
る21

﹂
と
、
自
画
自
賛
し
て
い
る
。
し
か
し
、
総
督
府
が

土
木
工
事
に
行
う
に
あ
た
っ
て
最
も
困
難
な
点
は
資
金
不
足
と
考
え
て
い
た
。﹁
苟
も
統
治
上
の
成
績
を
し
て
充
分
な
効
果
を
挙
げ
し
め

ん
為
に
は
此
の
土
木
事
業
を
し
て
益
々
盛
な
ら
し
む
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
。
唯
最
も
困
難
と
す
る
は
資
金
の
欠
乏
で
あ
る
。

世
人
の
知
れ
る
如
く
朝
鮮
の
財
政
は
今
日
未
だ
豊
富
で
は
な
い
。
財
政
を
豊
富
な
ら
し
む
る
に
は
産
業
を
発
達
し
て
人
民
を
富
ま
し
む
る

こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
此
の
産
業
発
達
の
先
駆
た
る
べ
き
も
の
は
、
即
ち
土
木
事
業
で
有
る
が
故
に
、
産
業
の
発
達
と
土
木
事
業
と

は
正
に
因
果
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
言
は
ざ
る
得
え
な
い22

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
持
地
は
起
債
を
提
唱
し
、﹁
朝
鮮
開
発
の

為
に
は
更
に
引
き
続
い
て
第
二
期
の
︹
土
木
＝
広
瀬
︺
仕
事
を
計
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
斯
か
る
永
遠
の
事
業
は
其
性
質
上

公
債
を
起
し
て
造
る
の
が
当
然
で
あ
る23

﹂
と
言
う
。

　

持
地
は
日
本
が
朝
鮮
で
積
極
的
な
土
木
事
業
を
進
め
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
は
朝
鮮
人
に
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
を
当
然

視
し
て
い
る
。
そ
の
名
目
が
﹁
朝
鮮
旧
慣
の
踏
襲
﹂
で
あ
る
。
持
地
は
﹁
改
修
道
路
に
道
路
監
視
員
、
修
繕
工
夫
を
配
置
す
る
の
外
、
沿

道
部
落
に
修
路
委
員
を
置
き
益
旧
慣
を
励
行
し
て
沿
道
部
落
民
に
或
る
程
度
の
維
持
修
繕
の
義
務
を
担
任
せ
し
む
る
等
、
一
定
の
制
度
を

設
く
る
を
必
要
と
す
る24

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
﹁
殖
民
地
に
於
て
地
方
人
民
が
公
共
道
路
の
上
に
服
役
す
る
と
云
ふ
事
は
各
国

の
殖
民
地
の
制
度
に
於
て
見
る
所
で
あ
つ
て
、
瓜
哇
及
び
比
律
賓
に
於
て
も
此
制
度
が
あ
る25

﹂
と
も
語
っ
て
い
る
。
土
木
工
事
、
特
に
道

路
工
事
へ
の
夫
役
は
長
く
朝
鮮
人
に
と
っ
て
重
い
負
担
と
な
っ
た26

。
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二
・
榛
葉
孝
平
　
　

　

榛
葉
孝
平
は
一
八
七
九
年
、
静
岡
県
に
生
ま
れ
る
。
彼
は
一
九
〇
三
年
に
東
京
帝
大
工
学
部
土
木
科
を
卒
業
し
、
逓
信
部
に
入
り
、
航

路
標
識
管
理
技
手
を
務
め
る
。
一
九
〇
七
年
か
ら
大
蔵
省
臨
時
建
築
部
技
手
、
技
師
を
経
て
、
一
九
一
一
年
三
月
に
総
督
府
に
移
る27

。

一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
七
年
ま
で
、
さ
ら
に
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
五
年
ま
で
の
合
計
一
一
年
間
釜
山
出
張
所
所
長
と
し
て
釜
山

築
港
工
事
の
責
任
者
を
務
め
る
。
こ
の
間
、
一
九
二
二
年
に
は
一
年
間
欧
米
を
視
察
す
る28

。
彼
は
そ
の
後
、
一
九
二
五
年
八
月
か
ら

一
九
三
九
年
九
月
ま
で
、
一
四
年
間
に
わ
た
っ
て
内
務
局
土
木
課
長
を
務
め
た
。
こ
の
間
、
内
務
局
長
は
四
名
︵
生
田
清
三
郎
、
今
村
武

志
、
牛
島
省
三
、
大
竹
十
郎
︶
が
交
代
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
全
て
事
務
官
僚
で
あ
る
た
め
に
榛
葉
土
木
課
長
が
総
督
府
の
土
木
政
策
に

大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
榛
葉
は
一
九
三
九
年
九
月
に
二
八
年
間
務
め
た
総
督
府
を
退
職
し
、
江
界
水
力
会
社
の
副
社

長
と
な
る
。
戦
後
も
生
き
続
け
、
回
顧
録
を
残
し
て
い
る29

。
榛
葉
の
著
作
は
表
２
の
よ
う
に
、
二
二
本
が
確
認
で
き
る
。

　

榛
葉
は
釜
山
出
張
所
所
長
と
し
て
、
釜
山
港
築
港
の
第
一
期
、
第
二
期
工
事
を
担
当
し
た
。
第
一
期
工
事
は
一
九
〇
九
年
か
ら

一
九
一
八
年
ま
で
の
八
ヵ
年
計
画
で
あ
り
、
工
事
費
約
三
八
八
万
円
が
投
入
さ
れ
た
。
工
事
は
埋
築
、
桟
橋
、
浚
渫
の
三
つ
で
あ
る
。
埋

築
工
事
と
し
て
は
、
既
成
第
一
桟
橋
の
北
側
に
鉄
道
用
地
と
し
て
一
万
六
二
六
二
坪
を
埋
築
し
た
。
桟
橋
工
事
と
し
て
は
、
第
一
桟
橋
沿

突
堤
に
並
行
し
て
、
幅
員
二
一
間
、
延
長
二
〇
〇
間
の
鉄
道
桟
橋
を
築
造
し
た
。
浚
渫
工
事
と
し
て
は
、
第
二
桟
橋
を
浚
渫
し
、
三
千
～

四
千
ト
ン
汽
船
の
発
着
が
可
能
な
よ
う
に
し
、
第
二
桟
橋
へ
の
大
船
の
出
入
り
に
備
え
た
。
第
二
期
工
事
は
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
三

年
ま
で
の
五
ヵ
年
計
画
で
あ
り
、
工
事
費
一
七
九
万
二
千
円
を
投
入
し
た
。
工
事
は
、
湾
内
浚
渫
、
港
口
防
波
堤
築
造
、
海
陸
連
絡
設
備
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拡
充
、
北
浜
繋
船
設
備
の
四
つ
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
釜
山
港
建
設
に
お

い
て
榛
葉
は
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た30

。

　

第
一
に
、
彼
は
朝
鮮
時
代
の
土
木

工
事
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た

の
か
。
彼
は
土
木
全
般
に
つ
て
、﹁
本

府
施
政
以
前
に
在
り
て
は
土
木
行
政

に
関
す
る
法
規
備
は
ら
ず
、
道
路
・

河
川
等
公
有
物
の
荒
廃
甚
し
く
、
庶

民
は
擅
に
之
を
冒
耕
濫
用
し
、
地
方

官
憲
の
監
督
亦
放
漫
に
流
れ
、
之
を

自
然
の
変
遷
に
委
し
て
顧
み
ざ
る
の

状
あ
り
た
る
が
、
保
護
政
治
肇
始
後

之
が
改
善
に
指
を
染
め
、
同
時
に
道

表 2・榛葉孝平の著作

題   名 刊行物名 巻号 年月

1 釜山築港第一期工事報告 土木学会誌 9巻 2号 1923 年 4 月

2 釜山築港 朝鮮 102 号 1923 年 10 月

3 発刊を祝して 工事の友 1輯 1号 1924 年 1 月

4 釜山築港 港湾 3巻 2号 1925 年 3 月

5 釜山港湾 港湾 4巻 2号 1926 年 3 月

6 本年度の総督府土木予算 朝鮮土木建築協会会報 108 号 1927 年 5 月

7 港湾と船舶 朝鮮土木建築協会会報 123 号 1928 年 6 月

8 朝鮮の土木事業 工政 118 号 1929 年 9 月

9 朝鮮の土木事業 工事の友 2輯 1号 1930 年 3 月

10 窮民救済と土木事業 朝鮮 191 号 1931 年 4 月

11 窮民救済土木事業 工事の友 3輯 3号 1931 年 7 月

12 拡大せる朝鮮の道路網 朝鮮 194 号 1931 年 7 月

13 窮民救済事業の進捗状況 朝鮮土木建築協会会報 166 号 1931 年 11 月

14 窮民救済工事進捗状況 朝鮮土木建築協会会報 177 号 1932 年 12 月

15 朝鮮に於ける土木事業の概況 朝鮮土木建築協会会報 184 号 1933 年 6 月

16 朝鮮の治水事業 工事の友 9輯 3号 1936 年 11 月

17 更新に際して 工事の友 10 輯 1 号 1937 年 3 月

18 朝鮮の土木事業 朝鮮及満洲 356 号 1937 年 7 月

19 朝鮮の治水事業 朝鮮 266 号 1937 年 7 月

20 朝鮮に於ける都市計画の特異性 都市問題 27 巻 5 号 1938 年 11 月

21 健康報国 工事の友 11 輯 1 号 1939 年 1 月

22 新義州多獅子島間都市計画の特色 都市問題 29 巻 3 号 1939 年 9 月

23 朝鮮に於ける都市計画の新動向 工事の友 11 輯 6 号 1939 年 12 月

24 朝鮮に於ける都市計画の新動向 第 6回総会要録 1939 年

筆者作成。
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路
・
港
湾
等
修
築
を
啓
き
た
り
︵
中
略
︶
市
街
地
計
画
令
等
を
発
布
し
て
土
木
行
政
の
基
本
を
確
立
し
、
施
政
の
系
統
を
規
画
す
る
に
務

め
る
と
同
時
に
、
時
運
発
展
の
趨
勢
に
考
慮
し
て
、
道
路
・
港
湾
等
修
築
の
規
模
を
拡
大
し
、
更
に
河
川
の
系
統
別
調
査
の
進
展
に
伴
ひ

重
要
河
川
の
改
修
に
着
手
せ
り31

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
道
路
に
つ
い
て
、﹁
統
監
府
設
置
以
前
に
於
け
る
朝
鮮
の
道
路
は
、
唯
行
人
の
足
趾

が
自
然
に
道
路
の
状
を
成
せ
る
に
留
ま
り
、
牛
馬
車
の
如
き
は
固
よ
り
手
引
車
も
通
行
し
難
き
も
の
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
運
輸
は
全
て
人

肩
・
馬
背
に
依
る
の
外
な
き
状
態
で
あ
っ
た32

﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

河
川
改
修
に
つ
い
て
は
、﹁
古
来
河
川
に
関
す
る
制
度
も
、
河
川
改
修
の
事
蹟
も
な
く
、
唯
僅
か
に
賦
役
に
依
つ
て
、
都
邑
防
水
の
如

き
に
力
を
致
し
た
跡
を
見
る
の
み
で
あ
る33

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
都
市
施
設
に
つ
い
て
は
、﹁
朝
鮮
の
市
街
地
は
街
路
概
ね
狭
隘
不
潔
に
し

て
屈
曲
甚
し
く
、
交
通
・
衛
生
及
防
火
上
不
便
不
利
多
く
、
自
然
市
街
の
発
展
を
阻
礙
す
る
も
の
あ
る34

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
水
道
に
つ
い

て
は
、﹁
朝
鮮
に
於
て
は
地
質
の
関
係
上
、
飲
料
水
一
般
に
硬
度
高
く
、
加
ふ
る
に
井
水
概
ね
汚
染
せ
ら
れ
て
飲
料
に
適
す
る
も
の
は
少

な
く
、
人
口
稠
密
な
る
都
会
に
在
り
て
は
給
水
の
欠
乏
に
因
る
生
活
上
の
不
安
特
に
甚
し
く
、
上
水
道
敷
設
の
要
切
な
る
も
の
あ
り35

﹂
と

述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
榛
葉
は
持
地
と
比
較
し
て
も
、
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
に
対
し
て
否
定
的
な
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
彼
は
総
督
府
の
土
木

事
業
を
高
く
評
価
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
時
代
の
土
木
事
業
を
極
め
て
低
く
評
価
し
、
あ
る
い
は
無
視
し
て
い
る
と
の
感
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
彼
は
植
民
地
朝
鮮
、
日
本
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
榛
葉
は
ま
と
ま
っ
た
記
述
を
残
し
て
お

ら
ず
、
部
分
的
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
一
九
三
七
年
に
朝
鮮
を
襲
っ
た
大
水
害
に
よ
り
約
一
億
円
の
被
害
を
出
し
た
際
、
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﹁
朝
鮮
の
如
く
洪
水
の
害
甚
だ
し
い
所
で
は
、
絶
え
ず
生
活
上
に
脅
威
を
受
け
る
。
生
活
に
安
定
を
欠
け
ば
延
い
て
思
想
の
安
定
を
望
み

得
な
い
。
治
水
事
業
が
経
世
家
の
重
大
な
る
関
心
事
の
一
つ
で
あ
る
の
は
蓋
し
之
が
為
で
あ
ら
う36

﹂
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
河
川
改

修
が
朝
鮮
に
お
け
る
﹁
思
想
の
安
定
﹂
に
つ
な
が
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
三
七
年
時
点
で
﹁
朝
鮮
は
従
来
日
本
の
一
端
に
僻

し
た
形
で
あ
つ
た
が
、
満
州
国
の
出
現
に
依
つ
て
大
変
化
を
来
し
、
更
に
近
く
北
支
に
安
定
せ
る
新
政
権
が
樹
立
し
た
暁
に
は
一
層
激
変

し
て
一
端
か
ら
中
央
に
乗
り
出
し
た
形
と
な
り
。
一
段
と
重
要
性
を
加
へ
る
次
第
で
あ
つ
て
、
半
島
に
在
る
土
木
技
術
者
の
任
務
は
甚
だ

重
き
を
へ37

﹂ 

と
語
た
り
、
朝
鮮
在
住
の
日
本
人
土
木
技
術
者
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、﹁
日
韓
併
合
以
来
二
十
有
九
年
、
歴
代

総
督
の
善
政
と
官
民
一
致
の
努
力
と
に
依
つ
て
朝
鮮
に
於
け
る
産
業
経
済
は
驚
異
的
発
展
を
来
し
た
﹂
と
述
べ
、
生
産
額
が
一
九
一
〇
年

に
二
億
七
千
万
円
だ
っ
た
の
が
、
一
九
三
七
年
に
二
七
億
二
千
万
円
に
達
し
た
と
高
く
評
価
し
て
い
る38

。
こ
こ
に
は
民
族
別
の
発
展
状
況

の
違
い
な
ど
は
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
全
般
的
に
彼
は
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
自
明
の
こ
と
と
み
な
し
、
全
く
疑
問
を
抱
い
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
土
木
工
事
が
朝
鮮
社
会
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
見
て
い
た
の
か
。
港
湾
修
築
の
専
門
家
で
あ

る
彼
は
、
港
湾
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
船
が
大
き
く
な
れ
ば
港
も
こ
れ
に
応
ず
る
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
近
頃
唱
へ
ら

る
ゝ
説
に
依
る
と
、
苟
く
も
一
流
港
湾
と
目
せ
ら
る
ゝ
も
の
は
二
万
噸
級
の
汽
船
を
容
れ
得
る
様
に
其
の
水
深
を
三
十
五
尺
と
し
、
尚
将

来
は
四
十
尺
と
な
し
得
る
用
意
が
必
要
で
あ
る39

﹂
と
し
、
欧
米
の
主
要
な
港
を
紹
介
し
て
い
る
。
朝
鮮
に
お
け
る
港
湾
整
備
が
貿
易
拡
大

に
寄
与
す
る
と
強
調
し
て
い
る
。
道
路
建
設
に
つ
い
て
、﹁
総
督
府
が
設
置
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
此
の
如
き
状
態
で
は
到
底
文
化
の
普
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及
・
経
済
の
発
展
は
期
し
難
し
と
し
、
先
づ
以
つ
て
道
路
の
根
本
制
度
を
定
む
る
共
に
、
全
鮮
に
互
り
統
制
あ
る
道
路
網
を
確
定
し
た40

﹂

と
し
、
総
督
府
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。

　

窮
民
救
済
土
木
事
業
は
一
九
三
一
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
、
三
ヵ
年
継
続
事
業
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
本
事
業
の
予
算
は
約

六
五
二
七
万
円
で
あ
り
、
こ
の
内
で
土
木
事
業
費
は
約
五
七
七
七
万
円
で
あ
り
、
砂
防
工
事
費
が
七
五
五
〇
万
円
で
あ
る
。
土
木
工
事
の

内
訳
は
、
道
路
工
事
、
治
水
工
事
、
漁
港
修
築
、
水
道
工
事
、
下
水
工
事
、
都
市
計
画
工
事
で
あ
る41

。
こ
の
工
事
の
目
的
を
榛
葉
は
、﹁
本

事
業
の
目
的
の
第
一
義
は
、
窮
民
救
済
に
在
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
労
銀
を
地
方
に
合
理
的
に
撒
布
し
て
、
地
方
民
の
生
活
を
安
全
に

し
や
う
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。︵
中
略
︶
泰
平
の
世
に
は
戦
乱
に
疲
れ
る
民
は
な
い
が
、
文
化
の
進
む
に
連
れ
て
貧
富
の
隔
離
の
甚
し

き
に
加
へ
、
窮
民
を
生
ず
る
形
に
な
り
ま
す
。
茲
に
於
て
土
木
事
業
の
如
き
を
興
し
て
、
世
に
窮
民
無
か
ら
し
む
る
を
図
る
は
、
経
世
家

の
務
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す42

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
土
木
工
事
が
朝
鮮
の
﹁
窮
民
救
済
﹂
に
直
結
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

都
市
計
画
に
つ
い
て
、
彼
は
﹁
都
市
の
急
激
な
る
発
展
の
裡
に
は
、
其
の
内
部
的
に
又
は
都
市
相
互
間
に
或
は
都
市
と
農
村
と
の
関
係

に
於
て
複
雑
多
岐
な
各
種
問
題
を
胚
胎
す
る
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
輓
近
都
市
問
題
の
重
要
性
が
一
般
に
認
識
せ
ら
れ
、
特
に
其
の
重
要

性
を
為
す
都
市
計
画
に
付
て
も
、
更
に
新
な
る
角
度
よ
り
之
が
検
討
の
必
要
を
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る43

﹂
と
、
新
た
な
課
題
と
な
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
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三
・
本
間
孝
義

　

本
間
孝
義
は
一
八
八
五
年
、
新
潟
県
で
生
ま
れ
た
。
一
九
一
〇
年
に
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
土
木
工
学
科
を
卒
業
し
、
同
年
逓
信
省
臨

時
発
電
水
力
調
査
局
に
入
り
、
一
九
一
一
年
に
技
師
と
な
る
。
一
九
一
三
年
総
督
府
技
師
と
な
り
、
総
督
府
官
房
土
木
局
工
務
課
に
配
属

さ
れ
る44

。
一
九
二
一
年
春
か
ら
一
九
二
二
年
春
ま
で
一
年
間
に
わ
た
っ
て
欧
米
を
視
察
し
、
日
程
の
三
分
の
一
は
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
の
水
政
策
を
集
中
的
に
視
察
す
る45

。
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
、
京
城
土
木
出
張
所
所
長
を
務
め
る
。
一
九
三
八
年

に
二
五
年
間
勤
め
た
総
督
府
を
退
職
し
、
漢
江
水
力
電
気
会
社
の
常
務
取
締
役
技
師
長
と
な
る
。
一
九
四
三
年
に
朝
鮮
電
業
が
創
立
さ
れ

る
と
顧
問
と
な
る46

。
二
歳
年
下
の
叔
父
で
あ
る
本
間
徳
雄
も
一
九
一
五
年
に
総
督
府
土
木
課
に
赴
任
し
、
土
木
課
の
中
で
重
要
な
位
置
を

占
め
る47

。
本
間
は
二
五
年
間
総
督
府
に
勤
務
し
た
が
外
部
に
出
た
の
は
二
年
間
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
は
常
に
総
督
府
で
勤
務
す
る
。
自

ら
は
後
に
﹁
約
二
八
年
間
河
川
行
政
に
従
事
し
た48

﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
主
に
河
川
調
査
、
治
水
及
び
利
水
計
画
、
発
電
水
力
調
査

を
担
当
し
た
。
ま
た
、
榛
葉
が
一
四
年
間
に
わ
た
っ
て
土
木
課
長
を
務
め
た
時
、
本
間
は
長
く
第
二
の
地
位
に
あ
っ
た
。
榛
葉
が
一
般
的

な
任
期
内
で
退
職
し
て
い
た
ら
、
お
そ
ら
く
彼
が
後
任
の
土
木
課
長
に
就
任
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
間
は
戦
後
も
生
き
続
け
、
ま
と

ま
っ
た
回
顧
録
を
残
し
て
い
る49

。
彼
は
著
書
を
残
し
て
い
な
い
が
、
表
３
の
よ
う
に
現
在
は
三
六
本
の
文
章
が
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く

日
本
人
土
木
官
僚
の
中
で
、
最
も
多
く
の
文
章
を
書
い
た
一
人
で
あ
ろ
う
。

　

主
に
河
川
行
政
に
従
事
し
た
本
間
の
仕
事
は
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で

実
施
さ
れ
た
朝
鮮
河
川
調
査
事
業
に
参
加
し
た
点
で
あ
る50

。
彼
が
一
九
一
五
年
に
書
い
た
﹁
南
漢
江
踏
査
﹂
は
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る51

。
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表 3・本間孝義の著作

題　　　名 刊行物名 巻号 年月

1 朝鮮に於ける水利計画の根本問題に就て 朝鮮総督府月報 4巻 7号 1914 年 7 月

2 印度ブンヂャブ地方における水利事業 朝鮮及満洲 87 号 1914 年 10 月

3 南漢江踏査 朝鮮彙報 3号 1915 年 5 月

4 河川調査について 朝鮮及満洲 151 号 1920 年 1 月

5 朝鮮に於ける水力電気の経済的価値 朝鮮彙報 1920 年 3 月

6 朝鮮に於ける水力電気の経済的価値 発電水力 63 号 1920 年 4 月

7 朝鮮に於ける水力電気の経済的価値（承前） 発電水力 64 号 1920 年 5 月

8 ナイル河を見て 朝鮮 82 号 1921 年 11 月

9 加州と水 朝鮮 84 号 1922 年 2 月

10 加州と水 朝鮮農会報 17 巻 5 号 1922 年 5 月

11 加州と水（二）承前 朝鮮農会報 17 巻 6 号 1922 年 6 月

12 朝鮮水力電気界の前途 朝鮮 97 号 1923 年 4 月

13 経済的なる水力発電 朝鮮公論 11 巻 7 号 1923 年 7 月

14 朝鮮に於ける水運 朝鮮 102 号 1923 年 10 月

15 治山と治水 朝鮮 114 号 1924 年 10 月

16 河川の現状と将来の施設 朝鮮及満洲 213 号 1925 年 3 月

17 発刊を祝して 工事の友 1輯 1号 1929 年 1 月

18 無業者救済と治水事業 朝鮮土木建築協会会報 153 号 1930 年 10 月

19 無業者救済と治水事業 朝鮮公論 18巻 10 号 1930 年 10 月

20 朝鮮の水力電気 朝鮮土木建築協会会報 166 号 1931 年 11 月

21 急施したき諸土木工事（一） 朝鮮土木建築協会会報 168 号 1932 年 1 月

22 急施したき諸土木工事（二） 朝鮮土木建築協会会報 169 号 1932 年 2 月

23 急施したき諸土木工事（完） 朝鮮土木建築協会会報 170 号 1932 年 3 月

24 時局応急施設土木事業の中の河川改修事業 朝鮮土木建築協会会報 177 号 1932 年 11 月

25 朝鮮に於ける時局応急河川改修事業 工政 156 号 1933 年 3 月

26 長津江発電の開発 朝鮮土木建築協会会報 184 号 1933 年 6 月

27 南鮮の洪水 朝鮮土木建築協会会報 185 号 1933 年 7 月

28 南鮮の洪水に就て 朝鮮社会事業 11 巻 3 号 1933 年 8 月

29 洛東江の洪水に就て 朝鮮社会事業 11 巻 4 号 1933 年 9 月

30 朝鮮の河川に就て 工事の友 8輯 5号 1933 年 9 月

31 漢江を利用する三大事業 朝鮮及満洲 321 号 1934 年 3 月

32 朝鮮の河川に就て 工事の友 9輯 3号 1934 年 6 月

33 朝鮮の河川に就て 朝鮮及満洲 348 号 1936 年 11 月

34 中小河川の改修に就て 京城土木建築業協会報 2巻 3号 1937 年 3 月

35 朝鮮の河川に就て 朝鮮 266 号 1937 年 7 月

36 清平の発電は早い 朝鮮公論 29 巻 5 号 1941 年 5 月

筆者作成。

14（　）

二
八
八



続
い
て
第
二
に
、
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
三
五
年
ま
で
実
施
さ
れ
た
直
轄
河
川
の
改
修
工
事
計
画
を
作
成
し
た
点
で
あ
る
。
一
九
二
四

年
の
大
洪
水
後
、
下
岡
忠
治
政
務
総
監
か
ら
直
接
こ
れ
を
命
じ
ら
れ
た52

。
お
そ
ら
く
、
朝
鮮
総
督
府
﹃
朝
鮮
河
川
調
査
書
﹄︵
同
府
、

一
九
二
九
年
︶
の
刊
行
に
、
本
間
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
に
河
川
の
電
力
利
用
を
積
極
的
に
押
し

進
め
た
点
で
あ
る
。
彼
は
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
九
年
ま
で
実
施
さ
れ
た
第
二
次
水
力
調
査
に
参
加
し
、
水
力
発
電
所
建
設
を
強
く
主

張
し
た
。
そ
の
際
に
発
電
所
を
従
来
の
水
路
式
か
ら
貯
水
池
式
・
流
域
変
更
方
式
と
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
が
後
の
朝
鮮
窒
素
に

よ
る
朝
鮮
北
部
に
お
け
る
大
電
源
開
発
に
つ
な
が
っ
て
い
く53

。

　

第
一
に
、
本
間
は
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
。
彼
は
専
門
と
す
る
河
川
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
治
水
工
事
に
つ
い
て
、﹁
昔
時
灌
漑
施
設
は
相
当
大
規
模
の
事
業
の
遺
跡
は
処
々
に
見
受
け
、
且
小
規
模
の
堰
堤
洑
は
至
る

処
に
見
受
く
る
の
で
あ
る
が
、
治
水
の
施
設
と
し
て
は
殆
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
唯
僅
か
に
邑
内
保
全
の
為
め
不
完
全
な
る
堤
防

又
は
護
岸
石
垣
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
耕
地
保
護
の
堤
防
と
し
て
は
河
敷
や
干
潟
地
開
墾
の
為
め
小
堤
防
を
築
造
せ
る
も
の
は
多
少
あ

り
。
且
天
井
川
所
謂
河
床
が
耕
地
面
よ
り
高
き
処
で
は
、
河
に
堤
防
を
築
か
な
け
れ
ば
耕
作
が
出
来
ぬ
の
で
堤
防
が
あ
る
位
で
あ
る54

﹂
と

述
べ
る
。

　

さ
ら
に
続
け
て
、﹁
之
れ
昔
か
ら
大
洪
水
は
神
業
で
人
力
で
は
到
底
之
を
防
止
し
得
ぬ
と
あ
き
ら
め
て
治
水
工
事
を
な
さ
な
か
つ
た
の

か
、
又
は
往
時
防
水
工
事
を
施
し
た
る
も
の
が
不
完
全
の
為
め
出
水
に
跡
形
も
な
く
流
出
し
復
旧
を
あ
き
ら
め
何
等
の
遺
跡
も
な
い
の
で

あ
る
か
と
思
ふ
。
故
に
耕
地
は
全
く
洪
水
に
曝
露
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
施
政
以
来
治
水
は
政
治
の
要
諦
で
あ
る
位
は
賢
明
な
る
為
政
家
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は
熟
知
し
て
居
た
に
相
違
な
い
が
、
治
山
の
施
設
を
急
ぎ
交
通
の
普
及
産
業
開
発
に
多
忙
で
治
水
迄
手
が
伸
び
な
か
つ
た
の
で
あ
る55

﹂
と

結
論
付
け
る
。

　

本
間
は
朝
鮮
時
代
に
部
分
的
な
灌
漑
施
設
工
事
が
行
わ
れ
た
跡
を
確
認
し
て
い
る
が
、
本
格
的
な
河
川
改
修
工
事
が
な
さ
れ
た
痕
跡
は

な
い
と
し
て
、
こ
れ
は
為
政
者
が
治
水
ま
で
は
行
え
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。

　

ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
﹁
由
来
朝
鮮
の
河
川
は
、
荒
廃
其
の
極
に
達
し
、
沿
岸
に
於
け
る
土
地
は
利
用
価
値
は
極
め
て
尠
な
く
、
人

家
は
年
々
水
害
を
蒙
り
、
産
業
開
発
上
に
及
ぼ
す
障
害
は
大
な
る
を
以
て
、
河
川
改
修
工
事
施
行
の
必
要
を
認
め56

﹂
と
語
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
本
間
は
植
民
地
朝
鮮
、
日
本
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
。
本
間
は
総
督
府
の
土
木
政
策
の
目
的
に
つ
い
て
、
日
本

人
、
朝
鮮
人
と
区
別
を
し
て
語
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
彼
は
﹁
国
家
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
彼
は
﹁
其
他
国
家
的
か
ら
い

へ
ば
河
水
を
調
節
す
る
か
ら57

﹂
と
か
、
大
発
電
所
建
設
に
あ
た
っ
て
﹁
そ
れ
ら
の
無
駄
を
省
き
国
家
的
に
有
効
に
資
金
を
使
用
す
る
た
め
、

如
何
な
る
地
点
を
開
発
す
べ
き58

﹂
と
か
、﹁
国
家
的
見
地
か
ら
道
路
を
開
設
す
る
方
が
鉄
道
に
比
し
て
資
金
の
固
定
が
少
な
く59

﹂
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
、﹁
国
家
﹂と
は
日
本
を
指
し
示
す
言
葉
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
土
木
政
策
の
主
体
と
享
受
者
は
ま
ず
日
本
、

日
本
人
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
は
朝
鮮
で
水
力
発
電
所
建
設
を
最
も
初
期
か
ら
強
く
提
唱
し
た
人
物
で
あ
る
が60

、
そ
れ
は
当
初
か
ら
日
本

の
事
業
家
が
朝
鮮
に
進
出
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
彼
は
﹁
水
力
電
気
事
業
を
開
発
す
る
上
に
於
て
、
事
業
家
の
方
に
於
て
、
大

い
に
注
意
を
す
べ
き
こ
と
は
、
先
づ
非
常
に
大
き
な
水
力
発
電
所
を
建
設
す
る
よ
り
も
、
将
来
の
拡
張
に
余
地
あ
る
方
法
で
現
状
に
大
体

適
応
す
る
程
度
の
水
力
発
電
所
を
所
々
に
設
置
す
る
し
て
、
さ
ふ
し
て
段
々
拡
張
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
最
も
経
済
上
必
要
な
る
こ
と
で
あ
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ろ
う61

﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

一
方
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
評
価
は
極
め
て
低
い
。
本
間
は
、
朝
鮮
人
の
貧
困
は
河
川
洪
水
に
起
因
す
る
と
見
る
。﹁
内
地
の
平
野
部
に

於
て
は
相
当
多
く
の
金
持
ち
が
多
い
が
朝
鮮
に
於
て
は
地
主
と
て
も
金
持
ち
が
少
く
僅
か
の
事
業
資
金
を
集
め
る
こ
と
が
容
易
で
な
く
、

平
野
部
に
は
見
渡
す
限
り
憐
れ
む
べ
き
小
作
人
の
貧
弱
な
る
家
屋
点
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
何
故
か
く
貧
乏
国
で
あ
る
か
に
就
て
初
渡
鮮

者
は
皆
不
審
を
懐
く
の
で
あ
る
。
是
れ
全
く
古
来
よ
り
旱
水
害
交
々
至
り
莫
大
の
富
の
亡
失
と
労
力
を
徒
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
種
子
及

施
肥
代
を
も
失
ふ
か
ら
で
あ
る
。
実
に
農
民
が
粒
々
粒
辛
苦
の
甲
斐
更
に
な
く
天
を
仰
い
て
不
幸
を
な
げ
き
て
の
外
な
き
惨
状
を
呈
し
て

居
る
の
で
あ
る62

﹂
と
す
る
。

　

彼
は
朝
鮮
人
に
対
し
て
、﹁
住
民
の
大
部
分
を
占
む
る
農
民
は
、
昔
か
ら
資
力
乏
し
く
、
非
常
に
貧
し
き
生
活
を
続
け
て
ゐ
た
の
は
、

何
に
原
因
し
て
を
つ
た
か
と
い
ふ
に
、
為
政
者
の
宜
し
き
を
得
な
か
つ
た
こ
と
、
民
族
の
勤
労
精
神
が
欠
如
し
を
つ
た
こ
と
も
、
そ
の
大

な
る
原
因
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
的
疾
患
と
見
る
べ
き
も
の
は
、
天
災
の
大
な
る
に
因
る
こ
と
と
思
ふ63

﹂
と
、﹁
天
災
の
大
な
る
﹂
事
が

最
大
と
理
由
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

で
は
、
日
本
の
朝
鮮
統
治
が
二
〇
年
を
過
ぎ
た
一
九
三
〇
年
代
の
朝
鮮
に
お
い
て
失
業
者
が
増
大
し
、
日
本
、
満
洲
、
シ
ベ
リ
ア
に
移

住
民
が
急
増
し
て
い
る
現
状
を
ど
う
見
る
の
か
。
彼
は
こ
れ
が
総
督
府
の
政
策
が
も
た
ら
し
た
結
果
と
は
見
な
い
。
彼
は
そ
の
原
因
を
、

﹁
人
口
の
増
加
﹂、﹁
生
活
の
不
安
﹂、﹁
生
活
の
困
難
﹂
の
三
つ
に
求
め
る
。
彼
は
﹁
生
活
の
困
難
﹂
の
現
状
を
、﹁
近
時
教
育
制
度
の
漸
次

普
及
す
る
に
従
ひ
四
囲
に
習
ひ
生
活
は
向
上
す
る
に
い
た
り
、
自
作
農
は
借
金
嵩
み
て
小
作
農
と
な
り
、
小
作
農
は
凶
年
に
於
け
る
生
活
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費
の
借
金
の
為
め
営
と
し
て
働
く
も
徒
に
之
が
高
利
を
漸
く
支
払
ふ
に
止
り
﹂
と
す
る
。
こ
の
原
因
を
解
決
す
る
た
め
に
、
土
地
改
良
事

業
の
実
施
を
提
唱
す
る64

。
こ
れ
を
具
体
化
し
た
の
が
、
一
九
三
一
年
以
降
に
三
ヵ
年
計
画
で
実
施
さ
れ
た
時
局
応
急
施
設
土
木
工
事
の
中

の
河
川
改
修
事
業
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
本
間
は
土
木
工
事
が
朝
鮮
社
会
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
見
て
い
た
の
か
。
本
間
は
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
、
エ
ジ
プ
ト

支
配
政
策
、
特
に
河
川
政
策
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
本
間
は
イ
ン
ド
の
プ
ン
ジ
ャ
ブ
地
方
の
水
利
事
業
に
つ
い
て
、﹁
朝
鮮
に
於

け
る
水
利
事
業
が
頗
る
有
望
で
将
来
非
常
な
る
発
展
を
期
待
さ
る
ゝ
昨
今
、
世
界
に
於
て
最
も
成
功
し
た
と
云
は
れ
て
居
る
印
度
プ
ン

ヂ
ャ
ブ
地
方
の
水
利
事
業
を
極
め
て
概
括
的
に
紹
介
す
る
は
決
し
て
徒
労
で
は
あ
る
ま
い65

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
二
一
年
か
ら

二
二
年
か
け
て
欧
米
を
訪
問
し
た
際
、
エ
ジ
プ
ト
に
立
ち
寄
り
、
ナ
イ
ル
川
を
視
察
し
た
。
本
間
は
﹁
此
地
方
の
農
民
は
ス
エ
ス
運
河
の

為
め
に
三
角
洲
の
入
口
に
て
ナ
イ
ル
河
の
貴
き
水
の
御
初
を
英
人
に
せ
し
め
ら
れ
、
之
に
加
ふ
る
に
僅
少
の
人
に
給
水
す
る
為
め
、
沢
山

の
水
を
費
さ
る
ゝ
は
忍
び
難
い
と
憤
激
し
て
ゐ
る
。
此
度
埃
及
独
立
の
原
因
の
一
を
な
し
た
と
い
は
れ
て
い
る
。
之
を
以
つ
て
見
る
も
、

水
の
施
設
が
如
何
に
民
心
に
深
刻
な
る
影
響
を
与
ふ
る
か
を
窺
い
知
る
こ
と
と
得
べ
く
、
又
為
政
者
は
水
の
行
政
を
忽
か
せ
に
す
べ
か
ら

ざ
る
を
痛
切
に
感
ず
る
で
あ
ろ
う66

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
エ
ジ
プ
ト
で
行
っ
た
ナ
イ
ル
川
治
水
政
策
の
失
敗
が
、
植
民
地
支
配

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
充
分
に
認
識
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
一
九
二
二
年
の
外
遊
の
際
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
三
分
の
一
の
期
間
を
過
ご
し
た
理
由
は
、
水
に
関
す
る
政
策
が
最
も
進
ん
で

い
る
こ
と
、
同
州
と
朝
鮮
が
緯
度
、
面
積
、
地
形
で
共
通
点
が
多
い
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
で
最
も
排
日
運
動
が
強
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る67

。
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彼
は
朝
鮮
に
お
け
る
治
水
事
業
の
必
要
性
を
、
一
九
二
四
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
朝
鮮
全
人
口
の
八
割
四
分
は
農
民
で
あ

り
、
産
業
の
大
宗
は
農
業
で
あ
る
。
故
に
生
活
の
安
定
産
業
の
開
発
を
企
画
す
る
に
は
、
農
民
生
活
の
安
定
と
農
業
の
開
発
を
主
眼
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。︵
中
略
︶
故
に
農
民
の
生
活
安
定
と
農
業
の
開
発
を
な
す
に
は
、
先
づ
其
根
本
と
し
て
水
田
に
灌
漑
施
設
を
な
し

以
て
旱
害
を
防
ぎ
、
河
川
に
防
水
施
設
を
な
し
以
て
水
害
を
除
く
の
方
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ68

﹂。
こ
れ
か
ら
一
二
年
後
に
も
彼
は
、

﹁
朝
鮮
に
於
け
る
農
民
生
活
を
安
定
せ
し
め
農
村
振
興
を
徹
底
せ
し
む
る
上
に
於
て
治
水
の
施
設
を
普
及
し
、
且
水
利
の
施
設
を
完
備
す

る
は
最
も
策
の
得
た
る
も
の
と
確
信
す
る69

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
統
治
に
お
い
て
農
民
の
生
活
安
定
が
第
一
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
治
水
工
事
が
必
要
だ
と
幾
度
も
強
調
し
て
い
る
。

四
・
長
郷
衛
二

　

長
郷
は
一
八
九
五
年
、
石
川
県
金
沢
市
で
生
ま
れ
る
。
一
九
一
九
年
に
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
土
木
科
を
卒
業
し
、
内
務
省
に
入
省
す

る
。
技
師
と
し
て
新
潟
出
張
所
で
勤
務
す
る70

。
一
九
二
五
年
か
ら
始
ま
る
総
督
府
の
河
川
工
事
の
拡
大
に
伴
い
、
一
九
二
六
年
に
内
務
省

土
木
局
か
ら
杉
谷
茂
、
八
島
茂
、
横
井
増
治
︵
後
に
土
木
課
長
︶
等
共
に
総
督
府
に
赴
任
し
た
。
長
郷
は
京
城
で
河
川
改
修
に
従
事
し
た

後
、
一
九
三
一
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
元
山
出
張
所
の
所
長
を
務
め
た71

。
元
山
出
張
所
の
工
事
は
、
龍
興
江
改
修
、
城
川
江
改
修
、
安

辺
南
大
川
改
修
、
北
青
南
大
川
改
修
で
あ
る
。
長
郷
は
一
九
三
六
年
に
京
城
府
へ
移
り
、
京
城
府
工
営
部
長
と
な
る72

。
長
郷
は
一
九
三
七

年
五
月
か
ら
八
个
月
間
、
欧
米
各
国
の
土
木
事
業
、
特
に
都
市
計
画
、
自
動
車
専
用
道
路
、
治
水
事
業
を
視
察
し
た73

。
彼
は
一
九
四
一
年
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六
月
に
京
城
府
を
退
職
し
、
新
設
さ
れ
た
朝
鮮
住
宅
営
団
の
理
事
兼
建
設
部
長
を
勤
め
る74

。
現
在
確
認
で
き
る
長
郷
の
著
作
は
表
４
の
よ

う
に
、
三
〇
本
で
あ
る
。
彼
に
は
﹁
ガ
ソ
リ
ン
機
関
車
運
搬
土
工
に
就
て
﹂、﹁
混
凝
土
に
関
す
る
問
題
二
つ
﹂、﹁
跳
開
橋
に
就
て
﹂
な
ど

土
木
工
学
の
論
文
が
比
較
的
多
い
の
が
、
他
の
三
人
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
長
郷
は
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
か
。
彼
は
朝
鮮
時
代
の
土
木
事
業
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

一
九
二
六
年
に
朝
鮮
に
赴
任
し
た
彼
に
と
っ
て
、
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
は
す
で
に
過
去
の
も
の
で
あ
り
、
総
督
府
が
一
九
一
〇
年
以
降

に
実
施
し
た
土
木
政
策
の
み
が
視
野
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
。
京
城
に
つ
い
て
彼
は
、﹁
京
城
を
見
ま
す
と
中
世
紀
城
郭
都
市
と
し
て
発
達

し
た
時
代
の
欠
点
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
し
、
又
一
九
世
紀
の
商
工
業
偏
重
の
欠
点
を
も
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す75

﹂
と
、
京
城
の
都
市
と

し
て
の
欠
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
、
彼
は
総
督
府
が
進
め
た
土
木
政
策
を
自
画
自
賛
し
、﹁
朝
鮮
に
於
け
る
治
水
事
業
は
や
う
や
く
其
緒
き
し
ば
か
り
で
あ
る
が
、

利
水
事
業
殊
に
水
利
灌
漑
事
業
は
、
我
等
が
先
輩
及
び
先
覚
者
の
多
大
の
努
力
と
改
良
に
よ
り
、
非
常
の
発
達
進
歩
を
見
つ
つ
あ
る
事
は

筆
者
の
誠
に
欣
快
と
し
、
国
家
の
為
慶
賀
に
堪
へ
ざ
る
処
で
あ
る
。
殊
に
亜
米
利
加
の
生
地
事
業
に
も
比
肩
す
べ
き
土
地
改
良
事
業
は
朝

鮮
産
業
開
発
に
画
時
代
的
の
功
績
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
之
に
従
事
さ
る
る
各
技
術
者
の
労
苦
と
功
績
は
永
久
不
滅
の
も
の
で
あ
る
と
信

ず
る76

﹂
と
ま
で
賞
賛
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
を
裏
返
し
に
す
れ
ば
、
朝
鮮
時
代
の
土
木
事
業
に
は
か
な
り
低
い
評
価
を
与
え
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
長
郷
は
植
民
地
朝
鮮
、
日
本
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
。
彼
は
朝
鮮
の
現
状
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
た
だ
、

20（　）

二
九
四



表 4・長郷衛二の著作

題    名 刊行物名 巻号 年月

1 請負制度に対する私見 朝鮮土木建築協会会報 119 号 1928 年 3 月

2 治水技術の要諦と其の将来 朝鮮土木建築協会会報 137 号 1929 年 6 月

3 ガソリン機関車運搬土工に就て 工事の友 2輯 1号 1930 年 2 月

4 都市に関する問題二つ 工事の友 2輯 4号 1930 年 7 月

5 混凝土に関する問題二つ 工事の友 2輯 6号 1930 年 11 月

6 跳開橋に就て 工事の友 3輯 2号 1931 年 5 月

7 技術並に技術人を尊重せよ 朝鮮土木建築協会会報 169 号 1932 年 2 月

8 欧米を旅して日本を憶う 京城土木建築業会報 2巻 3号 1937 年 3 月

9 欧米を巡りて日本を憶う 工事の友 10 輯 2 号 1938 年 3 月

10 欧米を巡りて日本を憶う 緑旗 3巻 4号 1938 年 4 月

11 欧米各国を視察して日本の現況を
憶ふ

朝鮮及満洲 364 号 1938 年 3 月

12 ドイツ復興の力を観て日本の現況を
憶ふ

朝鮮工業協会 1938 年 7 月

13 朝鮮都市細民の処置に就て 都市問題 27 巻 4 号 1938 年 10 月

14 朝鮮都市に於る特殊細民に就て（一） 京城日報 1938 年 10 月 29 日

15 朝鮮都市に於る特殊細民に就て（二） 京城日報 1938 年 10 月 30 日

16 土幕民と其処置に関して（一） 同胞愛 17 巻 1 号 1939 年 1 月

17 土幕民と其処置に関して（二） 同胞愛 17 巻 2 号 1939 年 2 月

18 独逸復興の力 朝鮮及満洲 375 号 1939 年 3 月

19 土幕民と其処置に就て 工事の友 11 輯 2 号 1939 年 4 月

20 自動車専用道路に就て 工事の友 11 輯 3 号 1939 年 6 月

21 紹介の辞 工事の友 11 輯 4 号 1839 年 7 月

22 京城府の都市計画を語る 緑旗 7巻 9号 1939 年 9 月

23 朝鮮都市特殊細民の処置に就て 都市計画の基本問題（下） 1939 年

24 欧米の都市計画に就て（1） 工事の友 12 輯 1 号 1940 年 3 月

25 欧米の都市計画に就て（2） 工事の友 12 輯 2 号 1940 年 4 月

26 欧米の都市計画に就て（3） 工事の友 12 輯 3 号 1940 年 5 月

27 欧米の都市計画に就て（4） 工事の友 12 輯 4 号 1940 年 6 月

28 朝鮮における住宅問題の将来 緑旗 7巻 9号 1942 年 9 月

29 国土計画に就て 緑旗 8巻 1号 1943 年 1 月

30 京城府疎開案 国民総力 6巻 2号 1944 年 1 月

筆者作成。
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朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
見
解
で
あ
る
。
彼
は
﹁
殊
に
鮮
人
一
般
の
風
潮
と
し
て
、
技
術
を
基
調
と
す
る
職
業
を
嫌
ひ
、
勤
労
を
厭

ふ
悪
習
あ
る
土
地
に
て
は
、
そ
し
て
其
悪
風
潮
が
鮮
人
の
経
済
的
発
展
を
阻
害
す
る
事
大
な
る
現
状77

﹂
と
見
て
い
た
。
彼
は
京
城
府
工
営

部
長
と
し
て
、
多
数
の
朝
鮮
人
に
よ
る
土
幕
民
の
住
宅
問
題
に
直
面
し
て
い
た78

。
こ
れ
が
生
じ
た
原
因
を
長
郷
は
、﹁
朝
鮮
に
お
け
る
住

宅
制
度
の
欠
陥
と
慣
習
の
た
め
に
、
殊
に
借
家
制
度
の
不
備
の
た
め
に
住
居
の
問
題
が
解
決
不
可
能
に
な
っ
た79

﹂
と
し
、
総
督
府
の
各
種

政
策
と
関
連
し
て
考
え
ず
、
朝
鮮
社
会
の
内
部
的
理
由
か
ら
起
因
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

長
郷
の
日
本
観
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
体
制
を
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
長
郷
は
次
の
よ
う
に
言

う
。﹁
国
民
た
る
も
の
は
二
千
五
百
年
の
伝
統
た
る
日
本
精
神
の
真
髄
を
理
解
し
、
さ
う
し
て
天
皇
陛
下
を
中
心
と
致
し
ま
し
て
総
て
の

宗
教
を
超
越
し
︵
中
略
︶
総
て
の
国
民
が
宗
教
を
超
越
し
階
級
を
超
越
し
て
、
陛
下
を
中
心
と
致
し
ま
し
て
、
陛
下
の
一
点
に
団
結
し
ま

し
て
自
分
の
利
益
を
度
外
視
し
て
、
滅
私
奉
公
す
る
精
神
が
、
将
来
日
本
を
世
界
に
覇
を
唱
え
る
唯
一
絶
対
の
道
で
あ
る80

﹂
と
ま
で
述
べ

て
い
る
。
こ
う
し
た
国
粋
主
義
的
な
思
想
の
た
め
か
、
長
郷
は
一
九
四
二
年
九
月
時
点
で
日
本
主
義
的
な
復
古
性
を
帯
び
た
緑
旗
連
盟

︵
一
九
三
三
年
二
月
結
成
︶
京
城
支
部
長
を
務
め
て
い
る81

。
ま
た
、
国
土
計
画
の
必
要
性
を
強
調
す
る
文
章
で
も
、﹁
皇
道
精
神
に
立
脚
し

た
共
栄
圏
各
民
族
の
共
存
共
栄
を
念
と
す
る
日
本
国
土
計
画
理
念
が
、
世
界
に
お
け
る
新
し
き
国
土
計
画
の
指
導
精
神
と
な
る
の
で
は
な

か
ら
う
か82

﹂
と
、﹁
皇
道
精
神
﹂
を
掲
げ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
日
本
に
お
け
る
技
術
、
技
術
人
を
軽
視
す
る
風
潮
に
つ
い
て
は
強
い
反
発
を
示
す
。
彼
は
﹁
我
が
国
従
来
の
慣

習
は
、
其
待
遇
に
於
て
、
表
賞
に
於
て
、
政
治
軍
事
外
交
に
厚
く
、
技
術
、
科
学
、
芸
術
等
に
薄
き
は
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
ま
た
一
面
我
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国
の
産
業
が
従
来
模
倣
的
で
あ
つ
て
想
像
力
に
欠
け
、
今
一
歩
の
処
に
於
て
諸
外
国
に
及
ば
ざ
る
の
概
あ
る
は
、
其
責
の
一
半
は
又
此
技

術
並
び
に
技
術
人
不
尊
重
の
弊
に
帰
せ
ね
ば
な
ら
と
思
ふ83

﹂。
ま
た
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
三
七
年
五
月
か
ら
欧
米
を
視
察
し
た
結

果
、
長
郷
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
日
本
と
戦
争
中
の
中
国
の

背
後
に
ソ
ビ
エ
ト
、
そ
の
背
後
に
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
が
い
る
と
み
な
し
、﹁
日
本
は
ど
う
し
て
も
英
国
の
勢
力
を
押
へ
つ
け
な
け
れ
ば
、

所
謂
世
界
の
覇
権
を
握
む
事
も
、
東
洋
平
和
の
確
立
も
出
来
な
い
。
そ
こ
ま
で
の
理
想
を
以
て
満
洲
国
、
支
那
の
新
政
権
の
創
建
を
援
助

し
ま
し
て
、
東
洋
の
平
和
を
確
立
し
て
行
か
う
と
す
る
為
に
は
、
ど
う
し
て
も
最
後
は
英
国
の
勢
力
、
英
国
の
仮
面
を
被
つ
た
ソ
ビ
エ
ツ

ト
の
勢
力
と
一
衝
突
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ84

﹂
と
結
論
づ
け
る
。

　

こ
れ
に
反
し
て
、
彼
は
ド
イ
ツ
に
対
し
て
は
手
放
し
の
高
い
評
価
を
下
す
。
彼
は
﹁
ド
イ
ツ
で
は
物
質
資
源
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
、

学
問
の
力
と
実
際
的
に
工
業
化
す
る
優
秀
な
技
術
の
力
と
、
こ
の
二
つ
を
と
り
ま
し
て
ど
ん
ど
ん
補
つ
て
産
業
の
復
興
、
或
は
国
民
生
活

の
復
活
が
出
来
上
が
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、
ナ
チ
ス
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
高
く
評
価
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
ヒ
ッ

ト
ラ
ー
主
義
と
は
、﹁
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
を
中
心
と
し
て
ド
イ
ツ
の
国
民
が
結
集
し
て
、
ド
イ
ツ
国
家
の
繁
栄
、
ド
イ
ツ
国
民
の
幸
福
の
為
に

自
分
の
利
益
を
度
外
し
て
滅
私
奉
公
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
精
神
﹂
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
彼
は
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ャ
人
排
斥
、
反
共

政
策
を
も
高
く
評
価
す
る85

。

　

第
三
に
、
彼
は
土
木
工
事
が
朝
鮮
社
会
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
彼
が
元
山
出
張
所
所
長
と
し

て
従
事
し
た
河
川
改
修
工
事
に
関
す
る
感
想
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
一
九
三
六
年
に
京
城
府
工
営
部
長
に
就
任
し
た
た
め
、
京
城
府
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の
抱
え
る
各
種
都
市
問
題
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
て
い
る
。
ま
ず
、
京
城
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
道
路
、
緑
地
計
画
、
密
集
地
帯

の
改
善
、
住
宅
問
題
で
の
問
題
点
を
指
摘
し
、﹁
京
城
は
工
場
誘
致
な
ど
と
い
ふ
小
さ
い
問
題
に
こ
せ
こ
せ
せ
ず
、
政
治
、
経
済
、
教
育
、

商
業
の
中
心
地
と
し
て
、
そ
れ
に
軽
工
業
を
含
ん
だ
都
市
と
し
て
、
生
産
地
帯
は
山
な
り
川
な
り
を
隔
て
た
仁
川
、
富
平
、
水
色
、
纛
島

等
が
考
へ
ら
れ
、
そ
れ
等
衛
星
都
市
を
京
城
が
助
成
し
指
導
し
て
互
に
便
利
を
計
る
事
が
必
要
で
あ
る
﹂
と
、
そ
の
方
向
性
を
示
し
て
い

る86

。
こ
こ
で
は
民
族
別
的
な
視
点
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
も
大
き
な
問
題
が
住
宅
問
題
だ
っ
た
。
彼
は
京
城
府
工
営
部
長
、
朝
鮮
住
宅
公
団
営
団
建
設
部
長
を
勤
め
た
た
め
、
京

城
の
住
宅
問
題
は
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
特
に
朝
鮮
人
対
策
が
中
心
と
見
て
い
た
。
朝
鮮
人
の
場
合
、﹁
俸
給
生
活
者
と
い
ふ
階
級
が
出

来
た
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
こ
れ
に
相
応
す
る
借
家
制
度
が
な
い
為
に
そ
の
大
部
分
は
土
幕
民
と
な
り
、
高
級
の
人
と
雖
も
こ
の
土
幕
民
の

建
て
た
家
を
買
取
り
、
こ
れ
に
加
工
し
て
住
む
と
い
ふ
。
朝
鮮
の
住
宅
改
善
の
ガ
ン
と
も
い
ふ
べ
き
土
幕
民
と
い
う
厄
介
な
も
の
が
発
生

し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
指
摘
す
る
。
こ
の
状
態
を
改
善
す
る
に
は
、﹁
こ
の
七
五
％
の
階
級
の
人
々
に
住
宅
を
与
へ
る
事
で

あ
り
ま
せ
う
。︵
中
略
︶
し
か
し
な
が
ら
現
状
に
お
い
て
如
何
に
こ
れ
を
実
現
す
べ
き
哉
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
と
、
誠
に
至
難
な
事
と

申
す
外
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す87

﹂
と
、
住
宅
対
策
が
困
難
な
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
長
郷
は
朝
鮮
に
お
け
る
自
動
車
専
用
道
路
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
欧
州
の
実
例
を
あ
げ
て
、﹁
自
動
車
に
対
し
て

も
其
交
通
運
輸
の
安
全
、
敏
速
、
円
滑
、
経
済
を
考
慮
し
て
総
て
を
計
算
し
た
専
用
の
道
路
を
与
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
か
く
す
る
事
が
鉄

道
運
輸
と
自
動
車
運
輸
が
交
通
運
輸
の
根
幹
を
な
す
現
代
に
於
て
、
交
通
運
輸
の
み
な
ら
ず
一
国
産
業
経
済
の
隆
盛
を
促
す
故
以
で
あ
る

24（　）

二
九
八



と
の
認
識
が
深
ま
つ
た
結
果
で
も
あ
る88

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
朝
鮮
を
﹁
一
国
産
業
経
済
﹂
の
立
場
か
ら
、
自
動
車
専
用
道
路
の
必
要
性
を

強
調
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
日
本
人
土
木
官
僚
の
中
で
、
持
地
六
三
郎
、
榛
葉
孝
平
、
本
間
孝
義
、
長
郷
衛
二
の
四
名
に
つ
い
て
、
社
会
・
工
事
認
識
を
中

心
に
考
察
し
て
き
た
。
個
人
別
の
内
容
は
こ
こ
で
は
再
び
繰
り
返
さ
ず
、
四
名
を
通
し
て
、
日
本
人
土
木
官
僚
の
共
通
点
を
考
え
て
み

た
い
。

　

ま
ず
、
彼
ら
の
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
事
務
官
僚
で
あ
る
持
地
の
場
合
、
台
湾
と
の
比
較
、
文
献
を
通
し

た
理
解
が
中
心
だ
と
思
わ
れ
る
。
土
木
技
師
と
し
て
一
九
一
一
年
に
赴
任
し
た
榛
葉
、
一
九
一
三
年
に
赴
任
し
た
本
間
は
い
ず
れ
も
実
地

調
査
の
経
験
を
通
し
て
、
非
常
に
低
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
二
六
年
に
赴
任
し
た
長
郷
は
何
も
語
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の

一
方
で
す
で
に
一
五
年
間
実
施
さ
れ
た
総
督
府
の
土
木
事
業
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
朝
鮮
時
代
の
土
木
工
事
に
対
す
る
低
い
評
価
こ

そ
、
彼
ら
に
と
っ
て
日
本
の
朝
鮮
支
配
︵
特
に
土
木
事
業
︶
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
彼
ら
の
植
民
地
朝
鮮
、
日
本
認
識
で
あ
る
。
持
地
は
植
民
地
支
配
と
は
本
国
本
位
で
あ
り
、
本
国
と
植
民
地
の
利
益
が
一
致
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
。
榛
葉
、
本
間
も
日
本
の
朝
鮮
支
配
に
お
け
る
土
木
工
事
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
。
榛
葉

は
洪
水
を
放
置
す
れ
ば
朝
鮮
で
﹁
思
想
の
安
定
﹂
を
脅
か
す
と
考
え
て
い
た
。
本
間
は
﹁
国
家
﹂
の
観
点
か
ら
、
朝
鮮
で
の
土
木
事
業
の
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拡
充
を
考
え
て
い
た
。
本
間
は
貧
し
い
朝
鮮
人
が
海
外
へ
移
住
し
て
い
る
原
因
を
、﹁
人
口
の
増
加
﹂、﹁
生
活
の
不
安
﹂、﹁
生
活
の
困
難
﹂

と
見
て
い
た
。
長
郷
は
京
城
の
土
幕
民
問
題
に
つ
い
て
、﹁
朝
鮮
に
お
け
る
住
宅
制
度
の
欠
陥
と
慣
習
﹂
が
原
因
だ
と
見
て
い
た
。
二
人

と
も
こ
う
し
た
弊
害
が
総
督
府
の
各
種
政
策
に
起
因
す
る
と
見
な
さ
ず
、
朝
鮮
の
内
部
的
要
因
の
た
め
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
た
。

　

彼
ら
は
自
ら
実
施
す
る
土
木
工
事
が
朝
鮮
社
会
で
持
つ
意
味
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
。
持
地
は
新
領
土
統
治
上
に
お
い
て
土
木
事

業
は
最
も
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
榛
葉
は
﹁
窮
民
救
済
土
木
事
業
﹂
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
貧
民
対
策
を
意
識
し
て
い
た
。
本
間

は
大
規
模
な
河
川
改
修
工
事
が
農
民
生
活
の
安
定
に
つ
な
が
る
と
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
は
欧
米
視
察
を
通
し
て
最
新
の
土
木
技
術
を
学

び
、
欧
米
の
植
民
地
支
配
の
実
情
を
見
聞
し
た
。
本
間
は
朝
鮮
と
同
じ
緯
度
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
主
に
研
修
し
、

イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
、
エ
ジ
プ
ト
支
配
と
土
木
工
事
の
関
係
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
長
郷
は
ド
イ
ツ
の
政
治
・
経
済
体
制
を
高
く

評
価
し
、
自
動
車
専
用
道
路
、
都
市
計
画
な
ど
の
モ
デ
ル
と89

見
な
し
た
。

　

こ
う
し
た
認
識
を
持
っ
た
四
名
は
総
督
府
の
土
木
官
僚
の
指
導
者
と
し
て
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
当
然
視
し
、
そ
の
範
囲
の
中
で
近
代

的
な
土
木
技
術
を
駆
使
し
、
植
民
地
朝
鮮
の
土
木
面
に
お
け
る
改
造
を
行
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1　

土
木
関
連
部
署
の
機
構
変
遷
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
貞
三
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
﹂、
松
田
利
彦
・
や
ま
だ
あ
つ
し
編
﹃
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配

と
植
民
地
官
僚
﹄︵
思
文
閣
、
二
〇
〇
九
年
︶
二
六
一
～
二
六
四
頁
参
照
。

2　

前
掲
広
瀬
貞
三
論
文
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
﹂
二
六
〇
～
三
〇
二
頁
。
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3　

日
本
に
お
け
る
土
木
官
僚
の
研
究
は
少
な
い
。
こ
の
中
で
、
内
務
省
技
師
で
あ
り
、
企
画
院
次
長
を
務
め
た
宮
本
武
之
輔
︵
一
八
九
二
～
一
九
四
一
︶

は
膨
大
な
日
記
を
残
し
て
い
る
。
電
気
通
信
協
会
編
﹃
宮
本
武
之
輔
日
記
﹄
全
一
八
巻
︵
同
会
、
一
九
七
一
年
︶。
こ
れ
を
使
っ
た
大
淀
昇
一
﹃
宮
本

武
之
輔
と
科
学
技
術
行
政
﹄︵
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
︶
が
あ
る
。

4　

広
瀬
貞
三
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
本
間
徳
雄
の
活
動
︱
朝
鮮
・
満
洲
国
・
中
国
・
日
本
﹂﹃
福
岡
大
学
人
文
論
叢
﹄
四
九
巻
二
号
︵
二
〇
一
七
年

九
月
︶。

5　

山
岡
元
一
﹃
道
路
篇
﹄︵
功
玉
社
土
木
学
校
土
木
講
義
録
発
行
所
、
一
九
〇
七
年
︶、
山
岡
元
一
﹃
河
海
工
学
篇
﹄︵
功
玉
社
土
木
学
校
土
木
講
義
録
発

行
所
、
一
九
〇
八
年
︶、
持
地
六
三
郎
﹃
日
本
植
民
経
済
論
﹄︵
改
造
社
、
一
九
二
六
年
︶、
坂
本
嘉
一
﹃
朝
鮮
河
川
令
釈
義
﹄︵
帝
国
地
方
行
政
学
会

朝
鮮
本
部
、
一
九
二
七
年
︶、
坂
本
嘉
一
﹃
朝
鮮
土
木
行
政
側
面
﹄︵
政
治
教
育
協
会
、
一
九
三
五
年
︶、
坂
本
嘉
一
﹃
朝
鮮
土
木
行
政
法
﹄︵
帝
国
地

方
行
政
学
会
朝
鮮
本
部
、
一
九
三
九
年
︶、
坂
本
嘉
一﹃
改
正
朝
鮮
河
川
令
釈
義
﹄︵
帝
国
地
方
行
政
学
会
朝
鮮
本
部
、
一
九
三
九
年
︶、
横
井
増
治﹃
築

港
工
学
﹄
全
二
巻
︵
科
学
技
術
社
、
一
九
五
〇
年
︶、
大
島
満
一
翁
伝
記
編
纂
委
員
会
編
﹃
大
島
満
一
翁
伝
﹄︵
同
会
、
一
九
六
五
年
︶、
島
崎
孝
彦
先

生
随
想
集
刊
行
委
員
会
編﹃
月
世
界
の
水
を
飲
む
ま
で
︱
島
崎
孝
彦
先
生
随
想
集
﹄︵
同
会
、
一
九
六
八
年
︶、
横
井
増
治﹃
土
木
施
工
法
﹄︵
森
北
出
版
、

一
九
六
八
年
︶で
あ
る
。
回
顧
録
と
し
て
は
、
友
邦
協
会
編﹃
朝
鮮
の
国
土
開
発
﹄︵
友
邦
協
会
、
一
九
六
七
年
︶、
本
間
三
保
子﹃
本
間
徳
雄
を
偲
ん
で
﹄

︵
同
人
、
一
九
七
七
年
︶、
内
田
襄
編
﹃
朝
鮮
時
代
の
想
い
出
﹄
全
二
巻
︵
同
人
、
一
九
八
二
年
︶
が
あ
る
。

6　
﹃
京
城
土
木
建
築
業
協
会
会
報
﹄、﹃
工
政
﹄、﹃
土
木
建
築
工
事
画
報
﹄、﹃
工
事
の
友
﹄、﹃
工
務
之
友
﹄、﹃
港
湾
﹄、﹃
国
民
総
力
﹄、﹃
朝
鮮
﹄、﹃
朝
鮮
彙

報
﹄、﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄、﹃
朝
鮮
公
論
﹄、﹃
朝
鮮
社
会
事
業
﹄、﹃
朝
鮮
総
督
府
月
報
﹄、﹃
朝
鮮
鉄
道
協
会
会
報
﹄、﹃
朝
鮮
と
建
築
﹄、﹃
朝
鮮
土
木
会
報
﹄、

﹃
朝
鮮
土
木
建
築
業
協
会
会
報
﹄、﹃
朝
鮮
農
会
報
﹄、﹃
同
胞
愛
﹄、﹃
都
市
問
題
﹄、﹃
土
木
学
会
誌
﹄、﹃
土
木
満
洲
﹄、﹃
発
電
水
力
﹄、﹃
満
州
土
木
建
築

業
協
会
報
﹄、﹃
緑
旗
﹄。
定
期
刊
行
物
は
欠
号
が
あ
り
、
完
全
で
は
な
い
。

7　

金
子
文
夫
﹁
人
物
・
日
本
植
民
史
︵
二
︶
︱
持
地
六
三
郎
の
生
涯
と
著
作
﹂﹃
台
湾
近
現
代
史
研
究
﹄
二
号
︵
一
九
七
九
年
︶。
韓
国
歴
史
情
報
統
合

シ
ス
テ
ム
︵http:w

w
w
.koreanhistory.or.kr/

︶。

8　

駒
込
武
﹃
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
︶、
陳
培
豊
﹃﹁
同
化
﹂
の
同
床
異
夢
︱
日
本
統
治
下
台
湾
の
国
語
教
育
史
再
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考
﹄︵
三
元
社
、
二
〇
〇
一
年
︶、
北
村
嘉
恵
﹃
日
本
植
民
地
下
の
台
湾
先
住
民
教
育
史
﹄︵
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
︶、
佐
藤
正
広
﹃
帝

国
日
本
と
統
計
調
査
︱
統
治
初
期
台
湾
の
専
門
家
集
団
﹄︵
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
︶。

9　

金
東
明
﹁
朝
鮮
体
験
日
本
人
의 

同
化
主
義
支
配
体
制
批
判
論
﹂﹃
韓
日
関
係
史
研
究
﹄
一
一
号
︵
一
九
九
九
年
︶、
박
양
식
﹁
植
民
官
僚
経
験
과 

植

民
政
策
︱
持
地
六
三
郎
﹂﹃
梨
花
社
会
研
究
﹄
四
八
号
︵
二
〇
一
四
年
六
月
︶

10　

こ
れ
以
外
に
持
地
に
は
多
数
の
著
書
、
翻
訳
、
論
文
が
あ
る
。
そ
の
一
部
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。﹃
経
済
通
論
﹄︵
富
山
房
、
一
八
九
六

年
︶、﹃
支
那
問
題
と
国
民
の
覚
悟
﹄︵
広
文
堂
、
一
九
〇
一
年
︶、﹃
経
済
一
夕
話
﹄︵
富
山
房
、
一
九
〇
二
年
︶、﹃
経
済
教
科
書
﹄︵
富
山
房
、
一
九
〇
二
年
︶、

﹃
台
湾
殖
民
政
策
﹄︵
富
山
房
、
一
九
一
二
年
︶
等
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に
は
言
及
し
な
い
。
詳
細
は
、
前
掲
論
文
金
子
文
夫
﹁
人
物
・
日
本

植
民
史
︵
二
︶
︱
持
地
六
三
郎
の
生
涯
と
著
作
﹂
一
二
五
～
一
二
八
頁
参
照
。

11　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
に
於
け
る
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
六
〇
号
︵
一
九
一
三
年
四
月
︶
九
八
頁

12　

朝
鮮
時
代
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
崔
永
俊
﹃
嶺
南
大
路
︱
韓
国
古
道
路
의 

歴
史
地
理
的
研
究
﹄︵
高
大
民
族
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
︶、
경
연
식

﹁
朝
鮮
時
代
의 

道
路
에 

関
해
여
﹂﹃
韓
国
史
論
﹄
四
一
・
四
二
号
︵
一
九
九
九
年
︶
五
四
一
～
五
八
四
頁
、
轟
博
志
﹃
朝
鮮
王
朝
の
街
道
︱
韓
国
近
世

陸
上
交
通
路
の
歴
史
的
地
理
﹄︵
古
今
書
院
、
二
〇
一
三
年
︶
参
照
。

13　

持
地
六
三
郎
﹁
治
水
と
利
水
﹂﹃
朝
鮮
彙
報
﹄︵
一
九
一
六
年
一
〇
月
︶
二
頁
。

14　

持
地
六
三
郎
﹁
治
水
と
利
水
﹂﹃
朝
鮮
彙
報
﹄︵
一
九
一
六
年
一
〇
月
︶
七
頁

15　

持
地
六
三
郎
﹁
植
民
地
経
営
の
要
旨
は
曰
く
語
る
べ
か
ず
行
う
べ
し
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
八
四
号
︵
一
九
一
四
年
七
月
︶
一
八
頁
。

16　

持
地
六
三
郎
﹁
成
功
せ
る
新
領
土
の
経
営
と
そ
の
施
策
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
一
二
〇
号
︵
一
九
一
七
年
六
月
︶
一
五
頁
。

17　

持
地
六
三
郎
﹁
日
本
の
殖
民
政
策
と
東
洋
史
の
研
究
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
一
一
八
号
︵
一
九
一
七
年
四
月
︶
二
六
頁
。

18　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
に
於
け
る
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
六
九
号
︵
一
九
一
三
年
四
月
︶
一
〇
一
頁
。

19　

持
地
六
三
郎
﹁
治
水
と
利
水
﹂﹃
朝
鮮
彙
報
﹄︵
一
九
一
六
年
一
〇
月
︶
二
五
頁
。

20　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
土
木
事
業
と
起
債
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
一
〇
二
号
︵
一
九
一
六
年
一
月
︶
五
三
頁
。
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21　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
の
道
路
﹂﹃
朝
鮮
彙
報
﹄︵
一
九
一
五
年
六
月
︶
二
一
頁
。
一
九
一
〇
年
代
の
道
路
工
事
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
貞
三
﹁
一
九
一
〇

年
年
代
の
道
路
建
設
と
朝
鮮
社
会
﹂﹃
朝
鮮
学
報
﹄
一
六
四
号
︵
一
九
九
七
年
七
月
︶
参
照
。

22　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
に
於
け
る
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
六
九
号
︵
一
九
一
三
年
四
月
︶
一
〇
二
頁

23　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
土
木
事
業
と
起
債
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
一
〇
二
号
︵
一
九
一
六
年
一
月
︶
五
三
頁
。

24　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
の
道
路
﹂﹃
朝
鮮
彙
報
﹄︵
一
九
一
五
年
六
月
︶
二
〇
頁
。

25　

持
地
六
三
郎
﹁
朝
鮮
に
於
け
る
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
六
九
号
︵
一
九
一
三
年
四
月
︶
九
九
頁
。

26　

道
路
工
事
に
お
け
る
夫
役
の
実
態
は
、
蘇
斗
永
﹃
韓
末
日
帝
初
期
︵
一
九
〇
四
～
一
九
一
九
︶
道
路
建
設
에 

対
한 

一
研
究
︱
用
地
収
奪
과 

賦
役
을 

中
心
으
로
﹄︵
漢
陽
大
学
校
碩
士
論
文
、
一
九
九
一
年
︶、
前
掲
論
文
広
瀬
貞
三
﹁
一
九
一
〇
年
年
代
の
道
路
建
設
と
朝
鮮
社
会
﹂、
小
林
拓
也
﹁
日

帝
下
道
路
事
業
과 

労
働
力
動
員
﹂﹃
韓
国
史
論
﹄
五
六
号
︵
二
〇
一
〇
年
三
月
︶
参
照
。
最
近
の
植
民
地
期
に
お
け
る
道
路
工
事
に
関
す
る
研
究
は
、

조
병
로
他
﹃
朝
鮮
総
督
府
의 

交
通
政
策
과 

道
路
建
設
﹄︵
国
学
資
料
院
、
二
〇
一
一
年
︶
参
照
。

27　

韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
︵http:w
w
w
.koreanhistory.or.kr/

︶。

28　

前
掲
広
瀬
貞
三
論
文
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
﹂
二
七
〇
頁
。

29　

榛
葉
孝
平
﹁
朝
鮮
の
土
木
事
業
概
観
﹂、
前
掲
書
﹃
朝
鮮
の
国
土
開
発
事
業
﹄
一
～
三
〇
頁
。

30　

榛
葉
孝
平
﹁
釜
山
築
港
第
一
期
工
事
報
告
﹂﹃
土
木
学
会
誌
﹄
九
巻
二
号
︵
一
九
二
三
年
四
月
︶
二
四
九
～
三
三
四
頁
、
同
﹁
釜
山
築
港
﹂﹃
朝

鮮
﹄
一
〇
二
号
︵
一
九
二
三
年
一
〇
月
︶
四
二
～
四
八
頁
。
同
﹁
釜
山
築
港
﹂﹃
港
湾
﹄
三
巻
二
号
︵
一
九
二
五
年
三
月
︶、
同
﹁
釜
山
港
﹂﹃
港
湾
﹄

四
巻
二
号
︵
一
九
二
六
年
○
月
︶
参
照
。
植
民
地
期
釜
山
の
土
木
工
事
に
関
し
て
は
、
洪
承
権
編
﹃
釜
山
의 

都
市
形
成
과 

日
本
人
들
﹄︵
先
人
、

二
〇
〇
八
年
︶、
洪
承
権
編
﹃
日
帝
強
占
下
釜
山
의 

地
域
開
発
과 

都
市
文
化
﹄︵
先
人
、
二
〇
〇
九
年
︶、
洪
承
権
﹃
近
代
都
市
와 

地
方
権
力
︱
韓
末
・

日
帝
下
釜
山
의 

都
市
発
展
과 

地
方
勢
力
의 

形
成
﹄︵
先
人
、
二
〇
一
〇
年
︶
参
照
。

31　

榛
葉
孝
平
﹁
朝
鮮
の
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
三
五
六
号
︵
一
九
三
七
年
七
月
︶
三
三
頁
。

32　

榛
葉
孝
平
﹁
拡
大
せ
る
朝
鮮
の
道
路
網
﹂﹃
朝
鮮
﹄
一
九
四
号
︵
一
九
三
一
年
七
月
︶
五
頁
。

29（　）

朝
鮮
総
督
府
日
本
人
土
木
官
僚
の
社
会
・
工
事
認
識
︵
広
瀬
︶

三
〇
三



33　

榛
葉
孝
平
﹁
朝
鮮
の
治
水
事
業
﹂﹃
朝
鮮
﹄
二
六
六
号
︵
一
九
三
七
年
七
月
︶
五
一
頁
。

34　

榛
葉
孝
平
﹁
朝
鮮
の
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
三
五
六
号
︵
一
九
三
七
年
七
月
︶
三
七
頁
。

35　

榛
葉
孝
平
﹁
朝
鮮
の
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
三
五
六
号
︵
一
九
三
七
年
七
月
︶
三
九
頁
。

36　

榛
葉
孝
平
﹁
朝
鮮
の
治
水
事
業
﹂﹃
朝
鮮
﹄
二
六
六
号
︵
一
九
三
七
年
七
月
︶
五
三
頁
。

37　

榛
葉
孝
平
﹁
更
新
に
際
し
て
﹂﹃
工
事
の
友
﹄
一
〇
輯
一
号
︵
一
九
三
七
年
三
月
︶
三
頁
。

38　

榛
葉
孝
平﹁
朝
鮮
に
於
け
る
都
市
計
画
の
新
動
向
︱
新
義
州
多
獅
島
間
都
市
計
画
の
特
色
﹂﹃
工
事
の
友
﹄一
一
輯
六
号︵
一
九
三
九
年
一
二
月
︶三
頁
。

39　

榛
葉
孝
平
﹁
港
湾
と
船
舶
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
二
三
号
︵
一
九
二
八
年
六
月
︶
七
～
八
頁
。

40　

榛
葉
孝
平
﹁
拡
大
せ
る
朝
鮮
の
道
路
﹂﹃
朝
鮮
﹄
一
九
四
号
︵
一
九
三
一
年
七
月
︶
六
頁
。

41　

窮
民
救
済
土
木
事
業
に
つ
い
て
は
、
李
鐘
範
﹁
一
九
三
〇
年
代
初
의 

﹁
窮
民
救
済
土
木
事
業
﹂
의 

性
格
﹂﹃
全
南
史
学
﹄
二
号
︵
一
九
八
八
年
○
月
︶

一
二
一
～
一
五
四
頁
、
金
広
烈
﹃
戦
間
期
日
本
に
お
け
る
定
住
朝
鮮
人
の
形
成
過
程
﹄︵
一
橋
大
学
博
士
学
位
論
文
、
一
九
九
七
年
︶
参
照
。

42　

榛
葉
孝
平
﹁
窮
民
救
済
と
土
木
事
業
﹂﹃
朝
鮮
﹄
一
九
一
号
︵
一
九
三
一
年
四
月
︶
二
二
頁
。

43　

榛
葉
孝
平﹁
朝
鮮
に
於
け
る
都
市
計
画
の
新
動
向
﹂﹃
工
事
の
友
﹄一
一
輯
六
号︵
一
九
三
九
年
一
二
月
︶四
頁
。
総
督
府
の
都
市
計
画
全
般
に
つ
い
て
は
、

孫
禎
睦
﹃
日
帝
強
占
期
都
市
計
画
研
究
﹄︵
一
志
社
、
一
九
九
〇
年
︶、
同
﹃
日
帝
強
占
期
都
市
社
会
相
研
究
﹄︵
一
志
社
、
一
九
九
六
年
︶、
同
﹃
日

帝
強
占
期
都
市
化
過
程
研
究
﹄︵
一
志
社
、
一
九
九
六
年
︶
参
照
。

44　

韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
︵http:w

w
w
.koreanhistory.or.kr/

︶。

45　

本
間
孝
義
﹁
加
州
と
水
﹂﹃
朝
鮮
﹄
八
四
号
︵
一
九
二
二
年
二
月
︶
五
一
～
七
七
頁
。

46　

韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
︵http:w

w
w
.koreanhistory.or.kr/

︶。
漢
江
水
電
の
華
川
・
清
平
ダ
ム
建
設
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
貞
三
﹁
植
民
地

期
朝
鮮
に
お
け
る
漢
江
水
電
の
華
川
・
清
平
ダ
ム
建
設
﹂﹃
福
岡
大
学
研
究
部
論
集
Ａ
：
人
文
科
学
編
﹄
一
四
巻
二
号
︵
二
〇
一
五
年
一
月
︶
参
照
。

47　

本
間
徳
雄
に
つ
い
て
は
、
前
掲
論
文
広
瀬
貞
三
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
本
間
徳
雄
の
活
動
︱
朝
鮮
・
満
洲
国
・
中
国
・
日
本
﹂
参
照
。

48　

前
掲
論
文
本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
の
治
水
と
利
水
に
つ
い
て
﹂、
前
掲
書
﹃
朝
鮮
の
国
土
開
発
事
業
﹄
三
一
頁
。

30（　）

三
〇
四



49　

前
掲
論
文
本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
の
治
水
と
利
水
に
つ
い
て
﹂、
前
掲
書
﹃
朝
鮮
の
国
土
開
発
事
業
﹄
三
一
～
五
六
頁
。

50　

前
掲
論
文
本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
の
治
水
と
利
水
に
つ
い
て
﹂、
前
掲
書
﹃
朝
鮮
の
国
土
開
発
事
業
﹄
三
一
～
三
四
頁
。

51　

本
間
孝
義
﹁
南
漢
江
踏
査
﹂﹃
朝
鮮
彙
報
﹄︵
一
九
一
五
年
五
月
︶
八
五
～
九
五
頁
。

52　

前
掲
論
文
本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
の
治
水
と
利
水
に
つ
い
て
﹂、
前
掲
書
﹃
朝
鮮
の
国
土
開
発
事
業
﹄
三
四
～
三
五
頁
。
総
督
府
の
河
川
改
修
事
業
に
つ

い
て
は
、
広
瀬
貞
三
﹁
植
民
地
期
の
治
水
事
業
と
朝
鮮
社
会
︱
洛
東
江
を
中
心
に
﹂﹃
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
﹄
三
七
集
︵
一
九
九
九
年
一
〇
月
︶

一
〇
七
～
一
三
一
頁
参
照

53　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
河
合
和
男
﹁
第
二
次
水
力
調
査
と
朝
鮮
総
督
府
の
水
力
認
識
﹂、
前
掲
書
﹃
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配
と
植
民
地
官
僚
﹄
三
〇
三

～
三
三
二
頁
参
照
。
河
合
は
電
気
事
業
に
お
け
る
本
間
の
役
割
に
注
目
し
て
い
る
。
朝
鮮
北
部
に
お
け
る
電
源
開
発
に
つ
い
て
は
、
間
組
百
年
編
史

編
纂
委
員
会
﹃
間
組
百
年
史
﹄
上
巻
︵
同
組
、
一
九
八
九
年
︶
三
七
七
～
三
八
八
、五
四
六
～
五
五
五
、六
二
七
～
六
五
〇
頁
を
参
照
。
執
筆
は
広
瀬

貞
三
。

54　

本
間
孝
義
﹁
無
業
者
救
済
と
治
水
事
業
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
五
三
号
︵
一
九
三
〇
年
一
〇
月
︶
一
三
頁
。

55　

前
掲
論
文
本
間
孝
義
﹁
無
業
者
救
済
と
治
水
事
業
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
五
三
号
︵
一
九
三
〇
年
一
〇
月
︶
一
三
頁
。

56　

本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
の
河
川
に
就
て
﹂﹃
朝
鮮
﹄
二
六
六
号
︵
一
九
三
七
年
七
月
︶
六
〇
頁
。

57　

本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
水
力
電
気
界
の
前
途
﹂﹃
朝
鮮
﹄
九
七
号
︵
一
九
二
三
年
四
月
︶
三
七
頁
。

58　

本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
の
水
力
電
気
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
業
協
会
報
﹄
一
六
六
号
︵
一
九
三
一
年
一
一
月
︶
七
頁
。

59　

本
間
孝
義
﹁
急
施
し
た
き
諸
土
木
工
事
︵
完
︶﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
業
協
会
報
﹄
一
七
〇
号
︵
一
九
三
二
年
三
月
︶
六
頁
。

60　

本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
に
於
け
る
水
力
電
気
の
経
済
的
価
値
﹂﹃
朝
鮮
彙
報
﹄︵
一
九
二
〇
年
三
月
︶
五
七
～
一
〇
〇
頁
。

61　

本
間
孝
義
﹁
経
済
的
な
る
水
力
電
気
︱
事
業
家
の
発
奮
を
望
む
﹂﹃
朝
鮮
公
論
﹄
一
一
巻
七
号
︵
一
九
二
三
年
四
月
︶
七
七
頁
。

62　

本
間
孝
義
﹁
無
業
者
救
済
と
治
水
事
業
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
五
三
号
︵
一
九
三
〇
年
一
〇
月
︶
一
一
頁
。

63　

本
間
孝
義
﹁
中
小
河
川
の
改
修
に
就
て
﹂﹃
京
城
土
木
建
築
業
協
会
報
﹄
二
巻
三
号
︵
一
九
三
七
年
三
月
︶
一
頁
。

31（　）

朝
鮮
総
督
府
日
本
人
土
木
官
僚
の
社
会
・
工
事
認
識
︵
広
瀬
︶

三
〇
五



64　

本
間
孝
義
﹁
無
業
者
救
済
と
治
水
事
業
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
五
三
号
︵
一
九
三
〇
年
一
〇
月
︶
一
〇
頁
。

65　

本
間
孝
義
﹁
印
度
プ
ン
ヂ
ャ
ブ
地
方
に
於
け
る
水
利
事
業
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
八
七
号
︵
一
九
一
四
年
一
〇
月
︶
三
七
頁
。

66　

本
間
孝
義
﹁
ナ
イ
ル
河
を
見
て
﹂﹃
朝
鮮
﹄
八
二
号
︵
一
九
二
一
年
一
一
月
︶
六
七
頁
。

67　

本
間
孝
義
﹁
加
州
と
水
﹂﹃
朝
鮮
﹄
八
四
号
︵
一
九
二
二
年
二
月
︶
五
一
頁
。

68　

本
間
孝
義
﹁
治
山
と
治
水
﹂﹃
朝
鮮
﹄
一
一
四
号
︵
一
九
二
四
年
一
〇
月
︶
五
四
～
五
五
頁
。

69　

本
間
孝
義
﹁
朝
鮮
の
河
川
に
就
て
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
三
四
八
号
︵
一
九
三
六
年
一
一
月
︶、
四
六
頁
。

70　

韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
︵http:w

w
w
.koreanhistory.or.kr/

︶。

71　

前
掲
論
文
広
瀬
貞
三
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
﹂
二
〇
三
頁
。

72　

韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
︵http:w

w
w
.koreanhistory.or.kr/

︶。

73　

長
郷
衛
二
﹁
欧
米
各
国
を
視
察
し
て
日
本
の
現
況
を
想
う
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
三
六
四
号
︵
一
九
三
八
年
三
月
︶
二
〇
頁
。

74　

前
掲
論
文
広
瀬
貞
三
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
﹂
二
八
〇
頁
。
朝
鮮
住
宅
営
団
に
つ
い
て
は
、
西
山
卯
三
記
念
す
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り
文
庫
住
宅

営
団
研
究
会
編
﹃
戦
時
・
戦
後
復
興
期
住
宅
政
策
資
料
・
住
宅
営
団
﹄
第
五
巻
︵
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
︶
参
照
。
第
五
巻
は
富
井
正
憲
編
・

解
説
で
あ
る
。

75　

長
郷
衛
二
﹁
京
城
府
の
都
市
計
画
を
語
る
﹂﹃
緑
旗
﹄
七
巻
九
号
︵
一
九
四
二
年
九
月
︶
五
四
頁
。

76　

長
郷
衛
二
﹁
治
水
技
術
の
要
諦
と
其
の
将
来
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
三
七
号
︵
一
九
二
九
年
六
月
︶
一
五
～
一
六
頁
。

77　

長
郷
衛
二
﹁
技
術
並
に
技
術
人
を
尊
重
せ
よ
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
六
九
号
︵
一
九
三
二
年
二
月
︶
一
五
頁
。

78　

土
幕
民
に
つ
い
て
は
、
京
城
帝
国
大
学
衛
生
調
査
部
編
﹃
土
幕
民
の
生
活
・
衛
生
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
︶、
姜
万
吉
﹃
日
帝
時
代
貧
民
生
活

史
研
究
﹄︵
創
作
社
、
一
九
八
七
年
︶、
前
掲
書
孫
禎
睦
﹃
日
帝
強
占
期
都
市
社
会
相
研
究
﹄、 

廉
馥
圭
﹁
日
帝
末
京
城
地
域
의 

貧
民
住
問
題
와 ﹁
市
街

地
計
画
﹂﹂﹃
歴
史
問
題
研
究
﹄
八
号
︵
二
〇
〇
二
年
六
月
︶
参
照
。

79　

長
郷
衛
二
﹁
朝
鮮
都
市
に
於
る
特
殊
細
民
に
就
い
て
︵
１
︶﹂﹃
京
城
日
報
﹄
一
九
三
八
年
一
〇
月
二
九
日
。
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80　

長
郷
衛
二
﹁
独
逸
復
興
の
力
﹂﹃
朝
鮮
及
満
洲
﹄
三
七
五
号
︵
一
九
三
九
年
三
月
︶
二
一
頁
。

81　

長
郷
衛
二
﹁
朝
鮮
に
お
け
る
住
宅
問
題
の
将
来
﹂﹃
緑
旗
﹄
七
巻
九
号
︵
一
九
四
二
年
九
月
︶
九
二
頁
。
緑
旗
連
盟
に
つ
い
て
は
、
永
島
広
紀
﹃
戦
時

期
朝
鮮
に
お
け
る
﹁
新
体
制
﹂
と
京
城
帝
国
大
学
﹄︵
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
一
年
︶
参
照
。

82　

長
郷
衛
二
﹁
国
土
計
画
に
就
て
﹂﹃
緑
旗
﹄
八
巻
一
号
︵
一
九
四
三
年
一
月
︶
七
〇
頁
。

83　

長
郷
衛
二
﹁
技
術
並
に
技
術
人
を
尊
重
せ
よ
﹂﹃
朝
鮮
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
一
六
九
号
︵
一
九
三
二
年
二
月
︶
一
五
頁
。
総
督
府
内
に
お
け
る
事
務

官
僚
と
技
術
官
僚
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
前
掲
論
文
広
瀬
貞
三
﹁
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
﹂
二
八
四
頁
参
照
。

84　

長
郷
衛
二
﹁
欧
米
を
旅
し
て
日
本
を
憶
う
﹂﹃
京
城
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
三
巻
三
号
︵
一
九
三
七
年
三
月
︶
一
四
頁

85　

長
郷
衛
二
﹁
欧
米
を
旅
し
て
日
本
を
憶
う
﹂﹃
京
城
土
木
建
築
協
会
会
報
﹄
三
巻
三
号
︵
一
九
三
七
年
三
月
︶
一
一
～
一
三
頁
。

86　

前
掲
論
文
長
郷
衛
二
﹁
京
城
府
の
都
市
計
画
を
語
る
﹂﹃
緑
旗
﹄
七
巻
九
号
︵
一
九
四
二
年
九
月
︶
五
五
頁
。
京
城
府
の
都
市
計
画
に
関
す
る
代
表
的

な
研
究
と
し
て
、
五
島
寧﹃
日
帝
下﹁
京
城
﹂の
都
市
形
成
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
﹄︵
東
京
工
業
大
学
博
士
学
位
論
文
、
一
九
九
六
年
︶、
金
白
永﹃
支

配
와 

空
間
︱
植
民
地
都
市
京
城
과 

帝
国
日
本
﹄︵
文
学
과 

知
性
社
、
二
〇
〇
九
年
︶、
廉
馥
圭
﹃
서
울
의 

起
源 

京
城
의 

誕
生
︱1910-1945　

都
市

計
画
으
로 

본 

京
城
의 

歴
史
﹄︵
이
데
아
、
二
〇
一
六
年
︶
参
照
。

87　

長
郷
衛
二
﹁
朝
鮮
に
お
け
る
住
宅
問
題
の
将
来
﹂﹃
緑
旗
﹄
七
巻
九
号
︵
一
九
四
二
年
九
月
︶
八
七
頁
。

88　

長
郷
衛
二
﹁
自
動
車
専
用
道
路
に
就
い
て
﹂﹃
工
事
の
友
﹄
一
一
輯
三
号
︵
一
九
三
九
年
六
月
︶、
一
三
頁
。
植
民
地
期
の
自
動
車
道
路
に
つ
い
て
は
、

前
掲
書
孫
禎
睦
﹃
日
帝
強
占
期
都
市
社
会
相
研
究
﹄、
前
掲
書
조
병
로
他
﹃
朝
鮮
総
督
府
의 

交
通
政
策
과 

道
路
建
設
﹄
参
照
。

33（　）

朝
鮮
総
督
府
日
本
人
土
木
官
僚
の
社
会
・
工
事
認
識
︵
広
瀬
︶

三
〇
七


